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社会サービス法における援助を受ける権利と法的保障の強化（高田清恵）
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の
。
。
旨
］
ご
凹
口
の
←
］
息
の
ロ
（
Ｓ
⑪
Ｐ
①
ｇ
）
に
つ
い
て
は
、
以
下
「
旧
法
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
両
法
に
つ
い
て
は
便
宜
上
、
「
の
。
田
」
と
略
す
る

こ
と
も
あ
る
）
第
四
章
一
条
（
旧
法
六
条
）
で
は
、
「
自
分
の
必
要
性
を
自
ら
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
者
、
ま
た
は
他
の
方
法
に
よ
っ

て
は
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
そ
の
生
計
維
持
（
生
計
援
助
）
及
び
そ
の
他
の
生
活
上
の
営
み
に
対
し
て
、
社
会
委
員
会
の
援

助
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
、
個
人
に
対
し
て
、
社
会
的
な
援
助
を
受
け
る
権
利
を
規
定
し
て
い
る
。
当
該
援
助
に
よ
り
、

個
人
は
「
適
切
な
生
活
水
準
を
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
二
項
ご
と
さ
れ
る
。

こ
の
権
利
規
定
に
基
づ
く
援
助
に
は
、
金
銭
給
付
た
る
生
計
費
の
援
助
を
は
じ
め
、
身
体
的
な
い
し
家
事
援
助
が
必
要
な
場
合
に
は

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
や
、
高
齢
者
等
を
対
象
と
す
る
特
別
な
形
態
の
住
居
へ
の
入
居
等
、
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
よ
り
様
々
な
形
態
の
援
助
が
含

（
１
）

ま
れ
、
そ
れ
ら
が
｝
」
の
権
利
条
項
に
基
づ
き
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
社
会
委
員
会
等
の
行
政
委
員
会
が
行
政
決
定
を
す
る
｝
」
と
を
通
じ
て

（
１
）

ま
れ
、
そ
れ

実
施
さ
れ
る
。

個
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
に
対
応
す
る
義
務
は
、
住
民
に
最
も
身
近
な
地
方
公
共
団
体
た
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
課
さ
れ
て
お
り
、

「
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
当
該
コ
ミ
ュ
ー
ン
内
に
居
住
若
し
く
は
滞
在
す
る
者
が
必
要
と
す
る
支
援
と
援
助
を
受
け
る
こ
と
に
対
し
、
最

終
的
な
責
任
を
負
う
（
第
二
章
二
条
）
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
い
て
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
基
づ
く
業
務
を
担
う

（
２
）

の
は
、
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
が
定
め
る
一
つ
あ
る
い
は
複
数
の
委
員
会
（
口
凹
ヨ
ゴ
」
の
口
）
」
（
第
二
章
四
条
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
便
宜
上
、

同
法
の
中
で
社
会
委
員
会
（
、
。
。
且
息
冒
且
の
己
）
と
称
さ
れ
て
い
る
（
第
三
章
一
条
等
。
本
稿
で
も
以
下
で
は
「
社
会
委
員
会
」
と
い

個
人
が
、
援
助
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
く
援
助
を
受
け
る
た
め
に
は
、
社
会
委
員
会
に
よ
る
行
政
決
定
を
要
す
る
。
個
人
は
、
自
由

意
思
に
も
と
づ
き
社
会
委
員
会
に
対
し
て
希
望
す
る
援
助
に
関
す
る
申
請
を
行
い
、
社
会
委
員
会
は
こ
れ
に
つ
い
て
調
査
・
決
定
・
実

（
３
）

施
を
行
う
。
こ
の
際
の
行
政
手
続
き
に
つ
い
て
は
同
法
第
十
一
章
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
社
会
委
員
会
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
ム
ロ

う
、.〆

。



３社会サービス法における援助を受ける権利と法的保障の強化（高田清恵）
（
４
）

は
、
個
人
は
行
政
裁
判
所
に
行
政
抗
告
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
六
章
一
二
条
）
。

社
会
委
員
会
が
援
助
決
定
を
行
う
際
に
は
、
援
助
の
要
件
を
み
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
財
源
や
資
源
が
不
足
し
て

い
る
こ
と
を
理
由
に
申
請
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
行
政
解
釈
お
よ
び
判
例
で
も
確
認

さ
れ
て
い
る
。
第
四
章
一
条
に
定
め
る
適
切
な
生
活
水
準
を
保
障
す
る
た
め
の
援
助
を
受
け
る
権
利
は
、
例
え
ば
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
い

て
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
特
別
の
形
態
の
住
居
等
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
や
、
こ
れ
ら
を
整
備
す
る
た
め
の
財
源
が
不
足
し
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
は
、
制
限
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
第
四
章
一
条
に
基
づ
く
個
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
案
件
に
つ
い

（
５
）

て
は
、
財
源
や
資
源
の
不
足
は
、
申
請
を
拒
否
す
る
妥
巫
コ
な
理
由
に
は
該
当
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
、
行
政
抗
告
訴
訟
を
通
じ
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
資
源
の
状
態
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
な
い
個

人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
制
定
以
前
の
古
い
社
会
福
祉
諸
立
法
の
時
代
と
比
べ
て
、
個
人
の
地
位
が
強
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
顕
著
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
当
該
権
利
条
項
は
、
制
定
当
時
に
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
な
規
定
で
あ
っ
た
た
め
、
し
ば
し
ば
適
切
な
生
活
水
準
の

内
容
の
不
明
確
さ
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
の
解
釈
や
運
用
上
の
格
差
、
個
人
の
側
で
ど
の
よ
う
な
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
予
見
可

能
で
な
い
と
い
っ
た
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

一
九
九
八
年
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
改
正
（
一
九
九
七
二
一
一
一
三
、
一
九
九
八
年
一
月
一
日
施
行
、
以
下
「
一
九
九
八
年
改
正
法
」
と

（
６
）

い
う
）
に
よ
り
、
旧
法
一
ハ
条
の
援
助
を
受
け
る
権
利
条
項
は
改
正
さ
れ
た
。
一
九
九
八
年
改
正
法
の
目
的
は
、
援
助
を
受
け
る
権
利
条

項
の
内
容
を
よ
り
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
条
に
基
づ
く
援
助
を
受
け
る
た
め
の
要
件
や
、
援
助
の
種
類
、

全
国
一
律
に
適
用
さ
れ
る
基
準
（
風
厨
目
・
冒
已
、
以
下
「
全
国
基
準
」
と
い
う
）
等
に
関
す
る
規
定
が
新
た
に
追
加
さ
れ
た
（
一
九
九

八
年
改
正
法
六
条
ａ
～
ｈ
）
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
援
助
の
種
類
は
①
「
生
計
維
持
（
生
計
費
援
助
）
」
（
一
九
九
八
年
改
正
法
六
条
ｂ
）
、
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②
「
そ
の
他
の
生
活
上
の
営
み
（
そ
の
他
の
援
助
）
」
（
同
六
条
ｆ
）
、
お
よ
び
③
「
そ
れ
以
外
の
形
態
の
援
助
」
（
同
六
条
ｇ
）
の
三
つ

に
分
類
さ
れ
、
前
二
者
に
つ
い
て
は
従
来
通
り
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
た
が
、
③
に
該
当
す
る
援
助
に
つ
い
て
は
、
コ

ミ
ュ
ー
ン
は
「
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
義
務
と
し
て
で
は
な
く
権
限
と
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の

へ
と
変
化
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
個
人
は
、
前
二
者
に
つ
い
て
は
従
来
ど
お
り
同
法
七
三
条
に
基
づ
き
行
政
裁
判
所
に
行
政
抗
告
訴
訟
を

提
起
で
き
る
が
、
③
に
該
当
す
る
種
類
の
援
助
に
つ
い
て
は
、
行
政
抗
告
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の

た
め
一
九
九
八
年
改
正
法
に
よ
っ
て
、
個
人
に
保
障
さ
れ
る
援
助
受
給
権
と
、
こ
れ
を
訴
え
る
権
利
の
一
部
が
制
限
さ
れ
た
と
い
え
る
。

一
九
九
八
年
改
正
法
六
条
ｇ
を
導
入
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
当
時
、
政
府
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

次
的
に
は
、
施
策
の
選
由

適
す
る
問
題
で
は
な
い
。

し
か
し
、
一
九
九
八
年
改
正
法
に
基
づ
く
個
人
の
援
助
受
給
権
お
よ
び
訴
え
る
権
利
の
制
限
は
、
下
記
で
み
る
よ
う
な
、
個
人
の

「
今
日
で
は
、
行
政
機
関
の
一
方
的
な
決
定
で
は
な
く
、
個
人
と
の
協
力
の
も
と
に
決
定
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
一
部
の
施
策
の
決
定
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
性
が
、
以
前
よ
り
も
顕
著
な
も
の
で
は
な
く
な
っ

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
実
際
に
支
援
、
ケ
ア
ま
た
は
治
療
の
必
要
性
が
あ
る
個
人
が
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
よ
り
こ
れ
を
拒
否
さ
れ
る

と
い
う
事
態
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
個
人
と
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
見
解
が
異
な
る
場
合
と
い
う
の
は
、
第
一

次
的
に
は
、
施
策
の
選
択
ま
た
は
施
策
の
形
成
に
関
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
司
法
審
査
に

政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
こ
の
種
類
の
決
定
に
関
し
て
行
政
抗
告
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
は
、
個
人
が
受
け
る
こ
と
の

（
７
）

で
き
る
多
様
な
支
援
、
ケ
ア
、
ま
た
は
治
療
を
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
満
た
す
べ
き
こ
と
の
た
め
に
は
、
必
要
で
は
な
い
と
考
え
る
。
」
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（
ご
援
助
受
給
権
の
保
障
の
不
十
分
さ

そ
の
一
方
で
、
と
り
わ
け
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
い
て
財
源
・
資
源
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
で
定
め
ら
れ

（
９
》

た
個
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
が
現
実
に
は
保
障
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
も
生
じ
て
い
る
。
法
で
定
め
ら
れ
た
権
利
が
現
実
に
は
保
障

さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
は
、
援
助
受
給
権
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
そ
の
他
で
定
め
ら
れ
た
手
続
的
な
権
利
に
つ
い

て
も
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
と
り
わ
け
一
九
九
○
年
代
以
降
、
社
会
福
祉
の
分
野
で
特
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
援
助

受
給
権
の
実
質
的
な
保
障
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
①
個
人
が
援
助
を
受
け
る
権
利
規
定
に
基
づ
く
援
助
を
受
け
る
要
件
を
み
た
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
源
の
不

足
等
を
理
由
に
申
請
が
拒
否
さ
れ
る
、
②
援
助
決
定
が
行
わ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
援
助
が
実
施
さ
れ
な
い
、
③
拒
否
さ
れ

一
一
○
○
｜
年
改
正
後
の
現
行
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
（
一
一
○
○
一
』
四
五
一
一
一
）
は
、
個
人
の
援
助
受
給
権
に
つ
い
て
、
’
九
九
八
年
改

正
で
導
入
さ
れ
た
三
分
類
を
採
用
せ
ず
、
一
九
八
○
年
の
法
制
定
当
時
と
同
様
に
「
生
計
維
持
（
生
計
援
助
）
及
び
そ
の
他
の
生
活
上

の
営
み
」
（
第
四
章
一
条
）
へ
と
再
び
改
め
た
。
同
時
に
同
条
に
基
づ
く
援
助
に
関
す
る
す
べ
て
の
行
政
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は

（
８
）

行
政
抗
告
訴
訟
を
提
起
す
る
》
」
と
を
再
び
可
能
と
し
た
（
第
一
六
章
三
条
）
。

「
法
的
保
障
」
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
利
用
者
、
利
用
者
団
体
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
業
務
に
携
わ
る
職
員
、
同
法
の
監
督

機
関
で
あ
る
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
や
社
会
庁
、
研
究
者
そ
の
他
か
ら
多
く
の
批
判
を
受
け
、
二
○
○
一
年
改
正
に
よ
っ
て
早
く
も
撤
回

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
援
助
を
受
け
る
権
利
と
「
法
的
保
障
」
の
問
題
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た
決
定
を
行
政
裁
判
所
に
訴
え
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
認
容
す
る
判
決
を
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
援
助
が
実
施
さ
れ
な
い
、
と
い
っ
た

（
脚
）

問
題
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
③
は
「
裁
判
所
無
視
（
』
◎
目
印
庁
。
］
⑪
言
・
ず
、
）
」
、
②
は
「
法
規
無
視
（
］
、
巴
ｇ
←
の
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
裁
判
所
無
視
」
、
「
法
規
無
視
」
と
い
っ
た
問
題
の
背
景
に
は
、
主
と
し
て
、
一
九
九
○
年
代
以
降
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

（
、
）

に
お
け
る
経
済
状
況
の
悪
化
と
、
｝
」
れ
に
伴
う
コ
ミ
ュ
ー
ン
財
政
の
悪
化
と
い
う
状
況
が
存
在
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
個
人
に
対
す
る
「
法
的
保
障
（
愚
：
、
鼻
の
島
ｇ
）
」
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
て

い
る
。

（
二
）
法
的
保
障
と
は

法
的
保
障
（
愚
耳
、
、
鴬
の
島
ｇ
）
と
は
、
萩
原
金
美
氏
に
よ
る
と
、
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
（
学
）
に
お
け
る
最
も
重
要
か
つ
名
巻
あ
る

言
葉
」
で
あ
り
、
「
そ
の
定
義
は
法
の
条
文
の
中
に
も
存
在
せ
ず
、
必
ず
し
も
厳
密
な
定
義
が
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ

（
皿
）

『
法
の
支
配
』
に
相
当
す
る
と
み
な
さ
れ
」
、
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
に
お
け
る
当
然
自
明
の
基
本
的
法
原
則
と
し
て
、
通
例
と
く
に
定
義

む社会法の分野においても、法的保障が貫徹されるべきことは例外ではない。（燗）
さ
れ
る
こ
と
な
く
法
的
論
議
の
前
提
な
い
し
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
を
含

し
か
し
、
法
的
保
障
と
い
う
概
念
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
の
か
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
例
え

ば
、
「
個
人
の
法
的
保
障
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
異
な
る
見
解
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
ま

た
、
時
代
、
様
々
な
関
連
要
素
の
間
、
異
な
る
政
治
的
見
解
の
間
で
様
々
に
異
な
る
。
法
定
保
障
が
ど
の
よ
う
な
表
現
で
現
れ
る
か
は
、

（
Ⅲ
）

最
終
的
に
は
、
い
つ
で
も
、
異
な
る
利
益
お
よ
び
意
思
の
間
で
ど
の
よ
う
な
判
断
が
行
わ
れ
る
か
に
よ
っ
て
い
る
。
」
と
さ
れ
、
当
該

概
念
が
ど
の
よ
う
な
関
連
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
時
代
や
社
会
の
状
態
に
よ
っ
て
も
異
な
り
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
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学
説
で
は
、
法
的
保
障
と
い
う
概
念
が
よ
り
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
要
素
・
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
統
一
的
な

（
暇
）

定
説
が
あ
る
と
は
一
口
え
ず
、
さ
ら
な
る
分
析
・
検
討
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
の
見
解
で
は
非
常
に
多
く
の
事
柄
が
法

的
保
障
の
内
容
に
含
ま
れ
る
と
し
て
お
り
、
法
的
保
障
概
念
に
関
す
る
議
論
が
複
雑
で
あ
り
、
混
乱
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
顕
著
に
表

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
法
治
主
義
の
原
則
ま
た
は
行
政
お
よ
び
裁
判
所
の
行
為
に
対
し
て
法
的
根
拠
が
必
要
と
さ
れ
る
要
請
、
法
の

明
白
性
と
明
確
性
、
刑
法
の
遡
及
の
禁
止
、
原
告
が
主
張
を
立
証
す
べ
き
要
請
、
客
観
性
の
原
則
、
窓
意
の
禁
止
、
裁
判
所
お
よ
び
行

政
機
関
で
の
事
実
性
と
公
平
性
の
要
請
、
「
記
録
の
閲
覧
」
を
含
む
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
則
、
供
給
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
享
受

す
る
権
利
お
よ
び
意
見
を
表
明
す
る
権
利
、
不
適
当
な
権
力
の
使
用
の
禁
止
（
中
略
）
、
行
政
決
定
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
よ
る
審
査
、

裁
判
所
の
権
限
、
訴
え
の
指
示
（
言
及
）
（
ず
の
⑰
ぐ
宵
の
嵐
昌
ａ
、
己
凋
）
を
含
む
訴
え
る
権
利
、
決
定
に
理
由
を
付
記
す
る
義
務
、
た
と

え
ば
国
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
な
ど
を
通
じ
て
統
制
す
る
権
利
、
妥
当
な
期
限
に
関
す
る
こ
と
、
公
的
に
明
ら
か
に
す
る
原
則

（
・
瀞
員
］
」
響
の
一
目
ロ
・
ぢ
の
ロ
）
、
実
務
の
公
開
裁
判
所
お
よ
び
行
政
機
関
に
お
け
る
口
頭
手
続
き
、
特
別
裁
判
所
の
設
置
の
制
限
、
お

（
妬
）

よ
び
裁
判
所
お
よ
び
行
政
機
関
の
独
立
性
」
等
を
含
む
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
法
的
保
障
概
念
に
含
ま
れ
る
と
り
わ
け
重
要
な
要
素
と
し
て
、
あ
る
程
度
共
通
に
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
も
存
在
す
る
。

以
下
の
よ
う
に
予
見
可
能
性
等
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

・
予
見
可
能
性
（
霞
日
誌
の
冨
昌
ｇ
）

法
的
保
障
概
念
の
本
質
的
な
内
容
と
し
て
は
、
一
般
に
「
予
見
可
能
性
」
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
民
主
主
義

的
法
治
国
家
に
お
い
て
は
、
法
の
執
行
お
よ
び
公
権
力
の
行
使
は
、
法
の
規
定
を
根
拠
と
し
た
予
見
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

予
見
可
能
性
と
は
法
治
国
家
と
民
主
主
義
の
基
本
的
価
値
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
法
的
保
障
と
は
、
「
法
の

法
的
保
障
概
念
の
内
容

学
説
で
は
、
法
的
保
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執
行
お
よ
び
公
権
力
の
行
使
は
、
民
主
主
義
的
法
治
国
家
に
お
い
て
は
予
見
可
能
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
を
含
む
と
解
さ
れ
て
い

る
。
一
部
の
法
律
学
者
は
、
法
的
保
障
を
こ
の
予
見
可
能
性
と
同
義
ま
た
は
ほ
ぼ
同
義
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
例
え
ば

（
胴
）

甸
愚
口
号
の
侭
》
、
冒
冒
亘
冒
．
』
閏
の
可
・
周
、
な
ど
が
こ
の
立
場
に
あ
た
る
。

・
法
的
保
障
の
「
保
証
」
的
側
面
ｌ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
性
（
岸
目
冨
。
］
］
の
号
日
ロ
ｇ
）
Ｉ

ま
た
他
の
要
請
と
し
て
は
、
法
的
保
障
の
「
保
証
」
的
側
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
法
で
定
め
ら
れ
た
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
よ

う
な
場
合
に
、
事
後
に
裁
判
所
へ
訴
え
る
こ
と
等
を
通
じ
て
個
人
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

（
旧
）

（
四
）

意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
を
後
に
み
る
「
実
質
的
法
的
保
障
」
の
側
面
に
含
め
る
と
す
る
立
場
も
存
在
す
る
。

・
公
平
性
（
融
詳
ａ
、
）

（
釦
）

公
平
性
の
要
請
は
、
等
し
い
場
〈
ロ
に
は
等
し
く
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
法
的
保
障
と
そ
の
他
の
要
素
ｌ
法
的
保
障
の
実
質
的
側
面
ｌ

さ
ら
に
法
的
保
障
概
念
に
は
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
よ
り
豊
富
な
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
と

り
わ
け
「
法
的
保
障
Ⅱ
予
見
可
能
性
」
と
す
る
説
に
対
し
て
、
予
見
可
能
性
は
法
的
保
障
の
一
側
面
（
す
な
わ
ち
「
形
式
的
側
面
」
）

に
す
ぎ
ず
、
法
的
保
障
概
念
に
は
、
こ
れ
以
外
の
内
容
も
含
ま
れ
る
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
旧
の
。
§
爵
は
、
予
見
可
能
性
は
法
的
保

障
の
「
形
式
的
法
的
保
障
」
に
あ
た
る
と
し
、
そ
の
一
方
で
「
実
質
的
法
的
保
障
」
と
い
う
側
面
も
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
「
実
質

的
法
的
保
障
」
と
は
、
「
法
の
執
行
お
よ
び
公
権
力
の
行
使
が
、
法
規
範
を
根
拠
と
す
る
予
見
可
能
性
と
、
他
の
倫
理
的
価
値
と
の
間

（
配
》

の
比
較
考
量
に
も
と
づ
き
、
理
性
的
な
考
量
を
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
｝
」
の
立
場
で
は
要
す
る
に
、
法
的

保
障
と
は
形
式
的
に
法
で
定
め
ら
れ
た
手
続
き
に
反
し
な
い
と
い
う
要
請
の
み
な
ら
ず
、
法
的
秩
序
の
中
に
定
め
ら
れ
る
基
本
的
人
権

そ
の
他
の
法
的
価
値
に
反
し
な
い
と
い
う
実
質
的
な
側
面
も
含
む
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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②
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
弁
護
士
協
会
「
法
的
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
弁
護
士
協
会
に
よ
る
「
法
的
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
報
告
書
で
は
、
法
的
保
障
概
念
の
そ
の
他
の
構
成
要
素
を
詳
細
化

す
る
試
み
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
法
的
保
障
の
内
容
を
相
当
に
幅
広
く
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
一
定
の
生
活
世
界
ｌ
生
活
、

身
体
的
尊
厳
、
個
人
的
な
行
動
の
自
由
、
表
現
の
自
由
、
結
社
お
よ
び
集
会
の
自
由
、
財
産
等
ｌ
が
、
法
と
し
て
の
性
格
を
有
し
か
つ

市
民
に
対
し
て
予
見
可
能
性
を
保
証
す
る
よ
う
な
法
規
定
を
通
じ
て
、
国
家
権
力
に
よ
る
侵
害
か
ら
守
ら
れ
る
場
合
に
、
法
的
保
障
は

（
鍋
）

す
な
わ
ち
存
在
し
て
い
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。

以
下
で
は
、
法
務
大
臣
、
弁
護
士
協
会
、
社
会
庁
の
も
と
に
お
か
れ
た
委
員
会
等
が
、
法
的
保
障
概
念
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い

る
か
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
紹
介
し
て
お
く
。

①
（
元
）
法
務
大
臣
ヴ
ィ
ッ
ク
ボ
ム
（
の
｛
の
コ
ミ
ー
・
否
。
ョ
）
の
見
解

萩
原
は
、
’
九
八
五
年
二
月
、
司
法
行
政
庁
主
催
の
裁
判
所
長
官
・
所
長
会
議
に
お
い
て
な
さ
れ
た
、
当
時
の
法
務
大
臣
ヴ
ィ
ッ

ク
ヴ
ォ
ム
の
報
告
を
引
用
し
て
、
そ
の
幅
広
い
内
容
に
注
目
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
法
的
保
障
は
法
の
明
確
性
、
合
理
的
予
測
性
、

法
の
下
の
平
等
、
公
的
機
関
お
よ
び
裁
判
所
の
独
立
性
な
ら
び
に
客
観
性
等
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
市
民
が
公
的

機
関
お
よ
び
裁
判
所
を
非
人
間
的
で
、
そ
れ
と
接
触
を
も
つ
こ
と
が
困
難
な
い
し
不
可
能
だ
と
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
法

的
保
障
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
法
的
保
障
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
面
に
お
け
る
法
的
保
障
を
私
は
“
法
的
保
障
の
サ
ー
ヴ
ィ

（
髭
）

ス
的
側
面
“
と
よ
ぶ
が
、
こ
の
側
面
に
つ
い
て
は
大
い
に
改
善
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
」
と
す
る
。

法
的
保
障
概
念
の
定
義
の
例
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③
社
会
庁
の
高
齢
者
委
員
会

ま
た
、
社
会
庁
の
高
齢
者
委
員
会
（
ど
号
の
：
已
号
農
の
←
）
は
、
法
的
保
障
に
は
「
形
式
的
な
法
的
保
障
」
と
「
実
質
的
な
法
的
保

障
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
前
者
は
、
決
定
が
法
に
定
め
ら
れ
た
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
、
後
者

は
、
決
定
の
内
容
そ
の
も
の
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
例
え
ば
行
政
法
典
（
一
九
八
六
ｍ
’
’
一
一
三
）
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
法
的

保
障
の
概
念
に
は
、
同
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
公
平
性
（
。
ご
§
】
吻
匡
の
庁
）
、
配
慮
あ
る
取
扱
い
（
。
曰
ｍ
・
侭
切
昏
］
］
宮
且
］
狩
曾
旨
、
）
、

統
一
的
な
決
定
（
の
目
の
二
侭
す
の
ｇ
ご
日
日
ロ
、
）
、
並
び
に
行
政
機
関
が
個
人
に
対
し
自
分
の
権
利
を
享
受
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
べ
き

（
型
）

こ
と
（
白
首
』
一
ｍ
す
の
（
の
己
曰
ａ
］
〕
鵠
弓
筬
門
』
の
ロ
の
ロ
⑫
巨
旦
①
旦
白
己
］
く
閂
四
⑪
ご
『
鷲
←
）
等
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
す
る
。

④
民
主
主
義
審
議
会

民
主
主
義
審
議
会
ｅ
の
Ｂ
・
存
四
日
匙
ｇ
）
は
、
法
的
保
障
概
念
が
以
下
の
四
つ
異
な
る
種
類
の
侵
害
か
ら
の
保
護
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
と
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、

・
法
的
平
等
性
函
差
別
か
ら
の
保
護

・
予
見
可
能
性
⑪
窓
意
（
頤
。
」
ご
・
穴
の
）
、
法
の
欠
陥
（
＆
尊
切
ヶ
鳥
←
）
、
法
の
悪
用
（
働
詳
、
己
の
亘
の
嵐
の
国
□
ぬ
お
よ
び
法
の
操
作
（
臥
蔚
‐

日
自
】
官
｝
の
局
旨
函
）
か
ら
の
保
護

・
尊
厳
⑪
暴
力
、
攻
撃
、
脅
威
お
よ
び
嫌
が
ら
せ
、
並
び
に
拘
束
（
⑪
］
員
］
侭
：
）
か
ら
の
保
護

。
法
の
利
用
し
や
す
さ
叩
権
利
の
喪
失
、
権
利
主
張
の
方
法
が
な
い
状
態
か
ら
の
保
護

（
露
）

で
あ
る
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社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
基
づ
く
援
助
を
受
け
る
権
利
に
関
し
て
は
、
言
の
異
の
島
菖
に
よ
る
と
、
法
的
保
障
の
様
々
な
要
請
の
う
ち
、

（
顕
）

と
り
わ
け
予
見
可
能
性
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
性
、
公
平
性
の
要
請
が
重
要
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
社
会
庁
の
高
齢
者
委

員
会
の
定
義
か
ら
は
、
援
助
を
受
け
る
権
利
は
社
会
委
員
会
の
行
政
決
定
手
続
き
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
行

政
法
典
に
定
め
る
諸
規
定
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
法
的
保
障
の
要
請
に
鑑
み
る
と
、
と
り
わ
け
一
九
九
○
年
代
以
降
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
で
生
じ
て
い
る
以
下
の
よ
う

な
事
象
は
、
個
人
に
対
す
る
法
的
保
障
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

社
会
サ
ー
ビ
ス
と
「
法
的
保
障
」

こ
の
よ
う
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
法
的
保
障
の
要
請
に
基
づ
き
、
少
な
く
と
も
、
個
人
の
権
利
・
利
益
や
こ
れ
に
対
応
す
る
公
的

機
関
の
義
務
・
権
限
の
範
囲
が
法
の
中
で
個
人
に
と
っ
て
予
測
可
能
な
方
法
で
明
示
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ

れ
ら
は
法
的
手
段
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
際
、
権
利
義
務
や
救
済
手
続
き
等
を
形
式
的

に
法
に
規
定
す
る
だ
け
で
足
り
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
例
え
ば
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
個
人
が
「
現
実
に
」
公
的

機
関
や
裁
判
所
へ
不
服
申
立
て
や
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
、
裁
判
所
や
公
的
機
関
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
し
易
さ
と
い
っ

た
現
実
的
な
側
面
（
ヴ
ィ
ッ
ク
ボ
ム
に
よ
れ
ば
「
法
的
保
証
の
”
サ
ー
ヴ
ィ
ス
的
側
面
“
」
）
に
ま
で
法
的
保
障
の
要
請
が
及
ぶ
べ
き

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
、
わ
が
国
で
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
法
治
行
政
や
法
の
支
配
の
内
容
よ
り
も
い
っ
そ
う
徹
底
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
三
）
社
会
福
祉
の
分
野
に
お
け
る
法
的
保
障
の
問
題
ｌ
裁
判
所
無
視
と
法
規
無
視
ｌ

一
九
九
○
年
代
に
は
、
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
け
る
個
人
の
法
的
保
障
に
関
す
る
問
題
が
、
よ
り
顕
著
な
も
の
と
な
っ
て
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き
た
。
各
コ
ミ
ュ
ー
ー
ン
で
は
、
例
え
ば
特
別
住
居
等
へ
の
入
居
の
た
め
の
待
ち
時
間
の
長
期
化
や
、
家
族
や
近
親
者
の
介
護
等
に
関
す

（
沁
）

る
負
担
が
増
加
し
た
と
い
っ
た
例
が
指
摘
さ
れ
、
高
齢
者
や
障
害
を
も
つ
人
の
ケ
ア
や
介
護
等
の
必
要
性
が
十
分
に
満
た
－
こ
れ
な
い
と

い
う
問
題
が
生
じ
は
じ
め
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
経
済
的
資
源
の
減
少
、
競
争
と
社
会
福
祉
分
野
へ
の
民
間
企
業
の
参

入
等
に
代
表
さ
れ
る
構
造
的
な
諸
条
件
の
変
化
が
伴
っ
て
い
る
。

個
人
の
法
的
保
障
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
実
施
す
る
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
監
督
機
関
で
あ
る
社
会
庁
や
レ
ー

（
麹
）

ン
中
央
行
政
庁
の
諸
報
告
書
で
も
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
の
監
督
事
業
報
と
口
書
で
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
高
齢
者

ケ
ア
の
分
野
に
お
い
て
法
的
保
障
に
欠
陥
が
あ
る
と
し
、
例
え
ば
、
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
け
る
個
人
の
案
件
の
処
理
お
よ
び
文
書
作
成

過
程
に
お
い
て
法
的
保
障
の
観
点
か
ら
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
法
令
に
合
致
し
た
方
法
で
個
人
の
必
要
性
が
判
定
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
重
大
な
法
的
保
障
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
①
個
人
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
施
策

の
必
要
性
に
関
す
る
調
査
方
法
お
よ
び
決
定
方
法
に
問
題
が
あ
る
こ
と
、
②
個
人
が
必
要
性
に
適
合
し
た
施
策
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ず
、
代
わ
り
に
他
の
選
択
肢
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
③
資
源
の
欠
如
を
理
由
と
し
て
、
個
人
の
援
助
申
請
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
こ

（
鋤
）

と
、
④
資
源
の
欠
如
を
理
由
と
し
て
、
施
策
に
関
す
る
行
政
決
定
が
行
わ
れ
な
い
場
〈
ロ
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
の
行
っ
た
高
齢
者
福
祉
に
関
す
る
監
督
に
よ
る
と
、
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
介
護
の
た
め
の
特
別
な
形
態
の

住
居
に
入
居
で
き
る
旨
の
決
定
を
さ
れ
た
個
人
が
、
そ
の
実
施
ま
で
に
許
容
で
き
な
い
程
長
期
間
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
や
、

援
助
施
策
が
利
用
可
能
に
な
る
ま
で
決
定
そ
の
も
の
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
引
き
延
ば
さ
れ
る
事
態
、
あ
る
い
は
援
助
決
定
が
行
わ
れ
た

（
則
）

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
源
の
欠
如
を
理
由
と
１
し
て
実
施
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
事
態
な
ど
が
生
じ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。



1３社会サービス法における援助を受ける権利と法的保障の強化（高田滑恵）
（
四
）
裁
判
所
無
視
に
対
す
る
制
裁
的
措
置
の
導
入

二
○
○
二
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
お
よ
び
特
定
の
機
能
障
害
を
有
す
る
者
に
対
す
る
ケ
ア
に
関
す
る
法
律

（
以
下
、
Ｌ
Ｓ
Ｓ
法
と
い
う
）
の
改
正
は
、
こ
の
よ
う
な
個
人
の
法
的
保
障
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
一
定
の
立
法
的
解
決
を
図
る

こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
改
正
は
、
様
々
な
形
態
の
法
的
保
障
の
問
題
の
う
ち
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
裁
判
所
無
視
の
問
題
に

焦
点
を
あ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
制
裁
的
措
置
を
新
た
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

制
裁
的
措
置
の
内
容
と
し
て
は
、
個
人
に
よ
っ
て
申
立
て
ら
れ
援
助
受
給
権
に
関
す
る
行
政
抗
告
訴
訟
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
個
人

の
請
求
を
認
容
し
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
決
定
に
代
わ
る
新
た
な
援
助
に
関
す
る
決
定
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
裁
判
所

の
判
決
に
即
し
た
援
助
の
実
施
を
著
し
く
長
期
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
ず
、
こ
れ
を
遅
滞
さ
せ
て
い
る
場
合
に
、
当
該
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
一

定
の
施
策
に
つ
い
て
は
県
）
に
対
し
て
「
制
裁
的
料
金
（
の
自
廓
】
目
：
ぐ
囚
津
）
」
を
支
払
わ
せ
る
義
務
を
課
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
漣
）

｝
」
の
よ
う
な
規
定
が
新
た
に
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
た
。

そ
の
一
方
で
、
当
該
改
正
法
の
制
定
過
程
に
お
け
る
し
ミ
ス
手
続
き
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
無
視
の
問
題
よ
り
も
む
し
ろ
、
コ
ミ
ュ
ー

ン
自
身
が
行
っ
た
援
助
に
関
す
る
行
政
決
定
を
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
実
施
し
な
い
と
い
う
問
題
の
方
が
重
大
で
あ
り
、
よ
り
緊
急
的
な
課
題

（
麺
）

で
あ
る
と
す
る
意
見
も
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
な
い
し
県
）
が
自
ら
行
っ
た
援
助
決
定
を

実
施
し
な
い
と
い
う
問
題
に
対
し
て
も
、
今
後
の
法
改
正
に
お
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
検
討
す
る
旨
を
、
同
改
正
に
対
す

（
型
）

る
政
府
法
案
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
裁
判
所
無
視
に
対
す
る
措
置
」
（
胃
。
ご
・
画
ｇ
』
Ｓ
ｍ
叩
］
凹
凹
）
の
中
で
言
及
し
て
い
た
。

（
五
）
そ
の
後
の
状
況

二
○
○
五
年
八
月
に
は
、
社
会
庁
と
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
が
共
同
で
行
っ
た
二
○
○
二
年
改
正
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
事
業
に
関
す
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（
弱
）

る
報
告
書
「
Ｌ
Ｓ
Ｓ
法
と
社
〈
室
サ
ー
ビ
ス
法
に
基
づ
く
未
実
施
の
決
定
お
よ
び
判
決
」
が
政
府
に
提
出
さ
れ
た
。

同
報
告
書
に
よ
る
と
、
一
一
○
○
四
年
一
二
月
三
一
日
現
在
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
社
会
委
員
会
が
行
っ
た
援
助
に
関
す
る
決
定

の
う
ち
、
未
実
施
の
決
定
の
件
数
は
全
国
で
約
五
，
五
○
○
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
前
年
と
比
べ
て
一
一
五
％
も
増
加
し
て
い
る
。
増
加

し
た
件
数
が
一
番
多
か
っ
た
の
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
第
四
章
一
条
に
基
づ
く
援
助
に
関
す
る
決
定
で
あ
り
、
こ
れ
は
前
年
比
で
約
一
一
，

一
○
○
件
増
、
約
一
一
五
％
の
増
加
で
あ
っ
た
。
当
該
件
数
は
、
一
一
○
○
一
一
一
年
一
一
一
月
に
は
一
一
，
一
○
○
件
、
一
一
○
○
四
年
一
一
一
月
に
は

三
，
一
○
○
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
大
部
分
は
八
○
才
以
上
の
高
齢
者
に
関
す
る
案
件
で
あ
り
、
六
五
才
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
七

（
妬
》

％
の
み
で
あ
っ
た
。
重
度
の
障
害
を
も
つ
者
に
対
す
る
支
援
・
サ
ー
ビ
ス
を
定
め
る
Ｌ
Ｓ
Ｓ
法
に
関
し
て
は
、
同
法
九
条
一
一
項
か
ら
一

○
条
に
基
づ
く
援
助
に
関
す
る
決
定
の
う
ち
未
実
施
の
決
定
の
件
数
は
、
一
一
○
○
一
一
一
年
一
二
月
か
ら
一
一
○
○
四
年
一
一
一
月
の
間
に
増
加

し
た
件
数
は
、
約
一
五
○
件
（
二
○
○
一
一
一
年
は
約
一
一
，
一
一
一
○
○
件
、
一
一
○
○
四
年
は
約
一
一
，
四
五
○
件
）
で
あ
っ
た
。

二
○
○
四
年
の
時
点
で
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
第
四
章
一
条
に
基
づ
く
何
ら
か
の
援
助
を
決
定
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
約
三
四
％
が
援

助
を
三
ヶ
月
以
上
実
施
さ
れ
ず
に
待
機
し
て
い
る
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
施
さ
れ
な
い
決
定
の
件
数
は
、
一
一
○
○
一
年
か
ら

一
一
○
○
三
年
に
か
け
て
減
少
し
た
が
、
そ
の
後
再
び
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

一
一
○
○
四
年
に
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
お
よ
び
Ｌ
Ｓ
Ｓ
法
の
分
野
で
申
請
が
拒
否
さ
れ
た
案
件
の
う
ち
、
必
要
性
が
認
め
ら
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
申
請
が
拒
否
さ
れ
た
案
件
の
件
数
は
約
一
一
，
一
一
一
○
○
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
一
○
○
三
年
に
比
べ
る
と
若
干
増
加
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
最
も
多
い
の
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
基
づ
く
特
別
住
居
に
関
す
る
申
請
に
対
す
る
拒
否
決
定
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
決
定
ま
た
は
裁
判
所
の
判
決
で
認
め
ら
れ
た
援
助
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
案
件
の
う
ち
、
六
○
％
以
上
が
女
性
に
関
す
る
案

（
師
）

件
で
あ
り
、
と
ｈ
ソ
わ
け
八
○
歳
以
上
の
女
性
層
が
最
多
で
あ
っ
た
。

社
会
庁
の
同
研
究
調
査
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
理
由
に
つ
い
て
も
分
析
し
て
い
る
。
ま
ず
、
必
要
性
と
い
う
需
要
に
対
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し
て
、
特
別
住
居
や
コ
ン
タ
ク
ト
パ
ー
ソ
ン
な
ど
の
提
供
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
の
量
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ

る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
量
が
不
足
す
る
要
因
と
し
て
は
、
第
一
に
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
け
る
財
源
不
足
が
主

た
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
サ
ー
ビ
ス
量
が
不
足
す
る
要
因
と
し
て
、
資
源
不
足
の
み
な
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
け
る
長
期
的
・
短
期
的
な
サ
ー
ビ

ス
整
備
計
画
の
不
十
分
さ
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
量
の
整
備
に
関
す
る
事
項
が
十
分
に
計
画
の
中

に
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
計
画
が
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
け
る
多
様
な

行
政
組
織
の
間
で
の
協
力
・
連
携
の
不
十
分
さ
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
個
別
の
援
助
決
定
に
つ
い
て
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
不
十
分
で
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
援
助
判
定
者
が

行
っ
た
援
助
決
定
に
対
し
て
、
し
ば
し
ば
十
分
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
い
つ
決
定
が
出
さ
れ
た
か
、
そ
れ
が
実
施
さ

れ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
の
把
握
や
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
四
に
、
個
人
の
側
に
問
題
が
あ
る
場
合
も
存
在
す
る
。
こ
れ
に
は
主
と
し
て
、
提
供
さ
れ
た
施
策
を
個
人
が
断
る
よ
う
な
場
合
が

該
当
す
る
。
個
人
は
、
し
ば
し
ば
地
域
的
、
設
備
、
水
準
等
の
条
件
を
理
由
に
、
提
供
さ
れ
た
援
助
を
受
け
る
こ
と
を
拒
否
す
る
場
合

（
錫
）

が
あ
る
。
｝
」
の
よ
う
な
場
合
に
も
援
助
を
実
施
す
る
）
」
と
が
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
社
会
庁
は
、
必
要
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
援
助
を
実
施
し
な
い
あ
る
い
は
申
請
を
拒
否
す
る
と
い
う
取
扱
い
が
行
わ
れ
て

（
羽
）

い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
ま
た
は
県
）
》
」
と
に
相
当
な
格
差
が
存
在
す
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
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一
一
○
○
六
年
に
行
わ
れ
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
の
改
正
は
、
個
人
の
法
的
保
障
を
強
化
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
一
一
○
○
二
年
改
正
を
さ

ら
に
発
展
さ
せ
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
社
会
委
員
会
が
行
っ
た
援
助
決
定
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
に
つ
い
て
の
立
法
的
措
置
を
新
た
に
規
定

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
け
る
個
人
の
援
助
受
給
権
の
保
障
に
つ
い
て
の
法
的
保
障
を
強
化
す

（
他
）

る
こ
と
を
意
図
し
た
法
改
正
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
改
正
は
、
①
報
告
義
務
の
導
入
と
、
②
制
裁
的
措
置
と
し
て
の
特
別
料
金
の
徴
収
に
関
す
る
法
規
定
の
拡
充
を
主
た
る
内
容
と
し

て
い
る
。

（
｜
）
改
正
の
背
景

個
人
の
法
的
保
障
の
強
化
に
関
す
る
二
○
○
六
年
改
正
は
、
二
○
○
五
年
に
採
択
さ
れ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
新
た
な
高
齢
者

（
細
》

福
祉
に
つ
い
て
の
国
家
計
画
「
高
齢
者
の
ケ
ア
お
よ
び
福
祉
に
関
す
る
国
の
発
展
計
画
」
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
一
○
○
六
年
に
国
会
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
「
高
齢
者
の
ケ
ア
お
よ
び
福
祉
に
関
す
る
国
の
発
展
計
画
」
（
官
・
巳
・
画
ｇ
ｍ
Ｓ
９
』
届
、

一九九八年の旧国家計画で示された高齢者政策の目的は、以下のとおりであった。（翌
以
下
「
新
・
国
家
計
画
」
と
い
う
）
は
、
一
九
九
八
年
に
制
定
さ
れ
た
旧
国
家
計
画
「
国
の
高
齢
者
政
策
の
た
め
の
行
動
計
画
」
の
主

た
る
理
念
・
内
容
を
継
承
し
つ
つ
、
将
来
に
お
け
る
さ
ら
な
る
高
齢
化
等
の
社
会
変
化
を
見
通
し
て
策
定
さ
れ
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に

お
け
る
高
齢
者
施
策
に
関
す
る
新
た
な
国
家
計
画
で
あ
る
。

・
高
齢
者
は
、
安
全
で
自
立
を
保
っ
た
ま
ま
、
年
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一
一
二
○
○
六
年
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
改
正
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高
齢
者
ケ
ア
お
よ
び
福
祉
に
対
す
る
国
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
治
と
責
任
を
重
視
し
尊
重
す
る
一
方
で
、
施
策

の
質
や
ア
ク
セ
ス
の
向
上
、
水
準
の
保
障
、
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
の
格
差
解
消
等
の
た
め
に
国
の
責
任
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
計
画
策
定
、
財
源
の
支
出
お
よ
び
高
齢
者
ケ
ア
お
よ
び
福
祉
を
発
展
さ
せ
る
責
任
は
、
コ
ミ
ュ
ー

ン
お
よ
び
県
に
課
さ
れ
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
自
治
の
長
い
伝
統
が
あ
り
、
強
い
基
礎
を
有
し
て
い
る
（
筬
円
‐

冒
す
旨
巴
。
決
定
権
限
が
分
権
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
市
民
が
事
業
に
対
し
て
影
響
を
与
え
、
（
公
的
）
責
任
を
要
請
す
る
た
め
に

・
高
齢
者
は
、
尊
敬
を
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
高
齢
者
は
、
良
好
な
ケ
ア
と
福
祉
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
の
点
は
、
政
府
法
案
に
よ
る
と
、
高
齢
者
は
可
能
な
限
り
、
自
ら
希
望
す
る
間
は
、
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
住
居
に
住
み
つ
づ
け

る
可
能
性
を
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
も
し
ケ
ア
の
必
要
性
が
大
き
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
特
別
の
住
居
に
転
居
す
る
こ
と
が
で
き
る

可
能
性
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
そ
の
内
容
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
「
も
し
必
要
性
が
大
き
く
広
範
囲
で
あ

る
場
合
、
ま
た
は
個
人
が
そ
の
場
所
で
安
全
と
安
心
を
感
じ
な
い
場
合
に
は
、
特
別
に
適
合
さ
れ
た
住
居
形
態
に
転
居
す
る
こ
と
が
可

（
網
）

能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

二
○
○
六
年
に
制
定
さ
れ
た
新
・
国
家
計
画
に
関
す
る
政
府
提
案
で
は
、
新
た
な
計
画
策
定
の
必
要
性
と
し
て
、
人
口
の
さ
ら
な
る

高
齢
化
と
こ
れ
に
伴
う
医
療
・
福
祉
等
の
援
助
の
必
要
性
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
今
後
い
っ
そ
う
必
要
性
は
多
様
化
し
て
く
る
た
め
、

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
医
療
・
福
祉
施
策
お
よ
び
そ
の
た
め
の
国
家
計
画
が
刷
新
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

（
“
）

こ
と
が
指
摘
宍
こ
れ
て
い
る
。

・
高
齢
者
は
、
積
極
的
に
生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
社
会
と
自
分
の
日
常
生
活
に
影
響
力
を
も
つ
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
◎
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は
、
よ
り
良
い
前
提
条
件
を
生
み
だ
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
が
決
定
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
地
域
の
状
況
と
必
要
性
に
関

し
て
い
っ
そ
う
知
識
（
百
口
の
訂
で
）
を
向
上
さ
せ
、
こ
れ
ら
に
従
っ
て
施
策
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
の
よ
り
良
い

前
提
条
件
を
も
た
ら
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
高
齢
者
に
対
す
る
ケ
ア
と
福
祉
を
ど
の
よ
う
に
機
能
さ
せ
る
か
は
、
多
く
の
人
々
に
関
わ
る
福
祉
政
策
の
中
心
的

部
分
を
構
成
す
る
。
国
は
、
例
え
ば
立
法
、
国
庫
支
出
、
基
準
設
定
お
よ
び
監
督
等
に
よ
る
国
の
統
制
を
通
じ
て
、
高
齢
者
の
ケ
ア
お

よ
び
福
祉
に
つ
い
て
よ
り
平
等
な
ア
ク
セ
ス
と
質
の
向
上
に
貢
献
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
は
、
一
定
の
分
野
に
対
す
る
よ
り
明

確
な
統
制
と
、
よ
り
高
い
質
を
保
障
す
る
た
め
の
作
業
、
そ
し
て
高
齢
者
ケ
ア
お
よ
び
福
祉
が
長
期
的
に
発
展
す
る
こ
と
を
強
化
す
る

た
め
の
よ
り
多
く
の
財
源
の
支
出
を
決
定
す
る
。
（
中
略
）

発
展
計
画
に
お
い
て
政
府
は
、
国
内
全
体
に
お
け
る
高
齢
者
ケ
ア
お
よ
び
福
祉
の
分
野
で
の
質
の
向
上
、
ア
ク
セ
ス
し
や
す
さ
の
向

上
、
平
等
と
多
様
化
に
対
す
る
よ
り
高
い
目
標
を
掲
げ
、
こ
れ
ら
の
向
上
の
た
め
に
今
後
約
一
○
年
間
に
わ
た
り
努
力
す
る
こ
と
を
選

（
蝿
）

択
し
た
こ
と
を
一
旦
言
す
る
。
」

新
・
国
家
計
画
で
は
、
今
後
重
点
的
に
発
展
さ
せ
る
べ
き
分
野
と
し
て
、
次
の
六
分
野
を
挙
げ
て
い
る
。

１
．
最
も
重
度
の
疾
病
を
有
す
る
者
に
対
す
る
ケ
ア
と
福
祉
の
改
善
（
国
舛
尊
の
門
乱
ａ
Ｃ
：
Ｃ
Ｂ
ｍ
日
、
。
目
已
の
目
】
の
の
芹
巴
巨
富
）

２
．
住
居
に
お
け
る
安
全
（
弓
昌
警
の
ご
す
。
①
己
の
）

３
・
社
会
的
福
祉
（
□
の
已
切
・
・
国
］
色
目
】
、
◎
侭
の
ご
）

４
．
国
民
の
平
等
と
地
域
の
発
展
（
ｚ
ｇ
】
。
：
］
］
岸
ぐ
宵
昌
晋
禺
・
島
］
○
百
］
目
ぐ
の
。
匡
旨
、
）

５
．
予
防
的
事
業
（
患
局
の
ご
將
冒
：
、
号
の
←
の
）

６
．
職
員
（
勺
の
尉
目
巴
の
ロ
）
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①
第
一
六
章
六
条
ａ
の
改
正

裁
判
所
の
決
定
を
遵
守
し
な
い
場
合
だ
け
で
な
く
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
行
っ
た
決
定
の
実
施
が
遅
滞
し
て
い
る
場
合
お
よ
び
実
施
が
中

断
さ
れ
た
場
合
に
実
施
の
再
開
が
遅
滞
し
て
い
る
場
合
に
も
、
当
該
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
制
裁
的
料
金
の
支
払
い
義
務
が
課
さ
れ
る
も
の
と

す
る
改
正
。

「
裁
判
所
の
決
定
に
よ
り
受
給
権
を
付
与
さ
れ
た
第
四
章
第
一
条
に
基
づ
く
援
助
の
実
施
を
、
適
当
な
理
由
な
く
遅
滞
さ
せ
て
い
る
コ

ミ
ュ
ー
ン
に
対
し
て
は
、
特
別
の
料
金
を
支
払
う
義
務
を
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
前
項
に
基
づ
く
料
金
は
、
国
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。
」

（
二
）
二
○
○
六
年
改
正
に
お
け
る
改
正
条
項

新
・
国
家
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
た
個
人
の
法
的
保
障
を
強
化
す
る
た
め
の
法
改
正
案
は
、
二
○
○
六
年
六
月
一
四
日
に
「
社
会
サ
ー

ビ
ス
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
、
句
ｍ
ｇ
Ｃ
９
も
⑰
）
」
と
し
て
成
立
し
、
同
年
七
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。

個
人
の
法
的
保
障
の
強
化
を
目
的
と
す
る
同
改
正
の
柱
は
、
①
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
す
る
報
告
義
務
の
導
入
と
、
②
制
裁
的
料
金
の
適

（
相
）

用
範
囲
の
拡
大
の
一
一
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の
条
文
が
改
正
な
い
し
追
加
さ
れ
て
い
る
。

個
人
の
援
助
受
給
権
の
保
障
に
関
わ
る
法
的
保
障
を
強
化
す
る
こ
と
も
、
新
・
国
家
計
画
の
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
４
．
国
民
の
平

（
輔
）

等
と
地
域
の
発
展
」
の
中
で
、
「
法
的
保
障
の
強
化
」
と
い
う
項
目
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
関
連
す
る
法
改
正
案
も

（
鞭
）

同
計
画
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
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②
第
一
六
章
六
条
ｂ
の
改
正

語
句
の
修
正
。

③
第
一
六
章
六
条
ｄ
の
改
正

コ
ミ
ュ
ー
ン
が
特
別
料
金
の
支
払
い
義
務
を
課
さ
れ
た
後
に
、
引
き
続
き
実
施
を
怠
る
場
合
に
は
、
本
条
に
基
づ
き
新
た
な
制
裁
的

「
社
会
委
員
会
の
決
定
に
よ
り
受
給
権
を
付
与
さ
れ
た
第
四
章
第
一
条
に
基
づ
く
援
助
を
、
適
当
な
期
間
内
に
提
供
し
な
い
コ
ミ
ュ
ー

ン
に
対
し
て
は
、
特
別
の
料
金
を
支
払
う
義
務
が
課
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
、
決
定
の
実
施
が
中
断
さ
れ
た
後
に

適
当
な
期
間
内
に
新
た
な
援
助
の
提
供
を
し
な
い
場
合
も
同
様
と
す
る
。

二
裁
判
所
の
決
定
に
よ
り
受
給
権
を
付
与
さ
れ
た
第
四
章
第
一
条
に
基
づ
く
援
助
を
、
適
当
な
期
間
内
に
提
供
し
な
い
コ
ミ
ュ
ー
ン

に
対
し
て
は
、
特
別
の
料
金
を
支
払
う
義
務
が
課
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
、
決
定
の
実
施
が
中
断
さ
れ
た
後
に

適
当
な
期
間
内
に
新
た
な
援
助
の
提
供
を
し
な
い
場
合
も
同
様
と
す
る
。

一
一
一
前
二
項
に
基
づ
く
料
金
は
、
国
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。
」

「
特
別
の
料
金
は
、
一
万
ク
ロ
ー
ナ
以
上
一
○
○
万
ク
ロ
ー
ナ
を
上
限
と
す
る
。

二
当
該
料
金
の
金
額
が
決
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
が
生
じ
て
い
る
期
間
お
よ
び
そ
の
他
の
重
大
性
の
程
度
に
つ
い
て
特
に
考
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

〆￣、

新
～’

〆■、

新
、－ン
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④
第
一
六
章
六
条
ｅ
の
新
設

同
条
以
下
は
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
条
文
。

「
第
六
条
ａ
第
一
項
に
基
づ
く
特
別
の
料
金
は
、
援
助
決
定
が
行
わ
れ
た
時
点
か
ら
二
年
以
内
ま
た
は
援
助
決
定
の
実
施
が
中
断
さ
れ

た
時
点
か
ら
一
一
年
以
内
に
、
第
六
条
ｃ
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
一
第
六
条
ａ
第
二
項
に
基
づ
く
特
別
の
料
金
は
、
援
助
に
関
す
る
決
定
が
既
判
力
（
］
凹
溜
汀
、
津
）
を
有
す
る
に
至
っ
た
時
点
か
ら

一
一
年
以
内
、
ま
た
は
当
該
決
定
の
実
施
が
中
断
さ
れ
た
時
点
か
ら
一
一
年
以
内
に
、
第
六
条
Ｃ
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に

限
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

「
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
特
別
の
料
金
に
つ
い
て
の
支
払
い
義
務
を
課
さ
れ
た
後
に
、
引
き
続
き
援
助
の
実
施
を
怠
る
場
合
に
は
、
新
た
に
特

別
の
料
金
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
特
別
の
料
金
は
、
裁
判
所
に
よ
る
援
助
決
定
が
既
判
力
（
］
緒
四
岸
国
津
）
を
有
す
る
に
至
っ
た
時
点
か
ら
一
一
年
以
内
に
コ
ミ
ュ
ー

ン
に
対
し
て
六
条
ｃ
に
基
づ
く
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
の
み
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

料
金
支
払
い
義
務
を
課
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
す
る
。

「
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
特
別
の
料
金
を
支
払
う
義
務
を
課
さ
れ
た
後
に
、
引
き
続
き
援
助
の
提
供
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
コ
ミ
ュ
ー

ン
に
対
し
て
同
章
第
六
条
ａ
第
一
項
ま
た
は
二
項
に
基
づ
き
新
た
に
特
別
の
料
金
の
支
払
い
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。
」

〆～

新
～〆

〆へ

|日
、－’
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⑤
第
一
六
章
六
条
ｆ
の
新
設

「
社
会
委
員
会
は
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
お
よ
び
地
方
自
治
法
（
一
九
九
一
恥
九
○
○
）
第
三
章
第
八
条
に
規
定
す
る
監
査
（
息
己
切
目
）

に
対
し
て
、
第
四
章
第
一
条
に
基
づ
く
社
会
委
員
会
の
決
定
の
う
ち
決
定
の
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
決

定
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
委
員
会
は
、
報
告
す
る
す
べ
て
の
決
定
に
つ
い
て
、
決
定
の
行
わ
れ
た
日
お
よ
び
決

定
さ
れ
た
援
助
の
種
類
、
並
び
に
遅
滞
が
生
じ
て
い
る
理
由
を
簡
潔
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
社
会
委
員
会
は
ま
た
、
第
四
章
第
一
条
に
基
づ
く
社
会
委
員
会
の
決
定
の
う
ち
、
実
施
が
中
断
さ
れ
て
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
新
た

に
実
施
が
再
開
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
決
定
に
つ
い
て
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
お
よ
び
監
査
に
対
し
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
社
会
委
員
会
は
、
報
告
す
る
す
べ
て
の
決
定
に
つ
い
て
、
決
定
の
行
わ
れ
た
日
お
よ
び
決
定
さ
れ
た
援
助
の
種
類
、
並
び
に
遅

滞
が
生
じ
て
い
る
理
由
を
簡
潔
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
同
条
に
基
づ
く
報
告
は
、
一
一
一
ヶ
月
に
一
度
の
頻
度
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

⑥
第
一
六
章
六
条
ｇ
の
新
設

「
社
会
委
員
会
は
、
第
六
条
ｅ
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
な
い
決
定
と
し
て
報
告
さ
れ
た
決
定
が
後
に
実
施
さ
れ
た
場
合
に
は
、
レ
ー
ン
中

央
行
政
庁
お
よ
び
地
方
自
治
法
（
一
九
九
百
九
○
○
）
第
三
章
第
八
条
に
定
め
る
監
査
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、

当
該
決
定
の
行
わ
れ
た
日
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

⑦
第
一
六
章
六
条
ｈ
の
新
設

「
社
会
委
員
会
は
、
第
四
章
第
一
条
に
基
づ
く
社
会
委
員
会
の
決
定
の
う
ち
当
該
決
定
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
実
施
さ
れ
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個
人
の
法
的
保
障
の
強
化
に
関
す
る
一
一
○
○
六
年
改
正
の
柱
の
ひ
と
つ
は
、
第
一
六
章
六
条
ｆ
、
六
条
ｇ
お
よ
び
六
条
ｈ
の
新
設
に

基
づ
く
報
告
義
務
の
導
入
で
あ
る
。
報
告
義
務
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
。

二
）
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ー
ン
監
査
へ
の
報
告
義
務

新
た
に
規
定
さ
れ
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
第
一
六
章
六
条
ｆ
に
基
づ
き
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
社
会
委
員
会
に
は
、
①
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
第

四
章
一
条
に
基
づ
き
社
会
委
員
会
の
行
っ
た
援
助
に
関
す
る
行
政
決
定
の
う
ち
、
決
定
の
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い

四
報
告
義
務
の
導
入

二
社
会
委
員
会
は
ま
た
、
第
四
章
第
一
条
に
基
づ
く
社
会
委
員
会
の
決
定
の
う
ち
当
該
決
定
の
実
施
が
中
断
さ
れ
た
日
か
ら
三
ヶ
月

以
内
に
新
た
に
実
施
が
再
開
さ
れ
て
い
な
い
決
定
の
数
に
関
す
る
統
計
を
、
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
委
員
会
は

さ
ら
に
、
当
該
決
定
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
援
助
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
お
よ
び
決
定
の
日
を
起
算
日
と
し
て
遅
滞
の
生
じ
て

い
る
期
間
に
つ
い
て
も
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
同
条
に
基
づ
く
報
告
は
、
三
ヶ
月
に
一
度
の
頻
度
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

て
い
な
い
決
定
の
数
に
関
す
る
統
計
を
、
議
会
へ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
委
員
会
は
さ
ら
に
、
当
該
決
定
が
ど
の
よ
う
な

種
類
の
援
助
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
お
よ
び
決
定
の
日
を
起
算
日
と
し
て
遅
滞
の
生
じ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
も
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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す
べ
て
の
決
定
（
同
一
項
）
、
お
よ
び
②
援
助
の
実
施
が
中
断
さ
れ
て
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
実
施
が
再
開
さ
れ
な
い
す
べ
て
の
決
定
に

つ
い
て
（
同
一
一
項
）
、
報
告
す
る
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
該
報
告
は
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ー
ン
監
査

に
対
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
一
項
、
二
項
）
。
な
お
、
報
告
す
べ
き
事
由
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
報
告

（
柵
）

す
る
義
務
は
生
腋
し
な
い
。

報
告
義
務
を
課
さ
れ
る
の
は
、
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
社
会
委
員
会
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
は
、
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
い
て
社
会
サ
ー
ビ
ス

法
に
定
め
る
業
務
を
管
轄
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る
行
政
委
員
会
を
指
し
て
お
り
、
便
宜
上
「
社
会
委
員
会
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め
名
称
が
異
な
る
行
政
委
員
会
で
あ
っ
て
も
当
該
に
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
必
ず
し
も
一
つ
の
委
員
会

で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
複
数
の
場
合
も
あ
り
う
る
。
社
会
委
員
会
が
報
告
義
務
を
負
う
べ
き
理
由
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
、
社
会
委
員

会
は
援
助
を
決
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
実
施
お
よ
び
フ
ォ
ロ
ー
ァ
ッ
プ
に
つ
い
て
も
責
任
を
有
す
る
行
政
機
関
で
あ
る
た
め
と
し

こ
こ
で
い
う
行
政
決
定
に
は
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
や
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
特
別
住
居
へ
の
入
居
そ
の
他
の
高
齢
者
福
祉
に

関
す
る
援
助
決
定
だ
け
が
含
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
障
害
を
も
つ
人
に
関
す
る
施
策
や
、
個
人
や
家
族
に
対
す
る
施
策
に
関
す
る
決
定
、

コ
ン
タ
ク
ト
パ
ー
ソ
ン
に
関
す
る
決
定
な
ど
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
第
四
章
一
条
に
基
づ
き
社
会
委
員
会
が
行
う
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
援
助

（
則
）

に
関
す
る
行
政
決
定
が
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

援
助
決
定
の
実
施
が
中
断
さ
れ
た
場
合
と
は
、
例
え
ば
コ
ン
タ
ク
ト
パ
ー
ソ
ン
が
そ
の
地
域
か
ら
転
居
し
た
こ
と
に
伴
い
そ
の
任
務

を
終
了
さ
せ
た
場
合
に
、
一
定
期
間
を
過
ぎ
て
も
こ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
コ
ン
タ
ク
ト
パ
ー
ソ
ン
が
雇
用
さ
れ
な
い
よ
う
な
場
合
な
ど

（
鋤
）

て
い
る
。

（
艶
）

が
〉
」
れ
に
あ
た
る
。

報
告
す
べ
き
事
項
と
し
て
は
、
決
定
の
行
わ
れ
た
日
、
決
定
さ
れ
た
援
助
の
種
類
、
な
ら
び
に
実
施
が
さ
れ
ず
に
遅
滞
が
生
じ
て
い
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（
弱
》

摘
１
）
て
い
る
。

政
府
は
、
議
会
に
提
出
す
る
統
計
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
一
般
住
民
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
も
情
報
提
供
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
と
く
に
個
人
の
秘
密
保
護
に
関
わ
る
よ
う
な
情
報
が
漏
洩
さ
れ
な
い
よ
う
な
形
式
で
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指

（
二
）
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
へ
の
報
告
義
務

社
会
委
員
会
は
さ
ら
に
、
第
一
六
章
六
条
ｈ
の
新
設
に
よ
り
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
第
四
章
一
条
に
基
づ
く
決
定
の
う
ち
、
決
定
が
行

わ
れ
た
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
決
定
（
六
条
ｈ
第
一
項
）
と
、
実
施
が
中
断
さ
れ
た
日
か
ら
三
ヶ
月
以

内
に
新
た
に
実
施
が
再
開
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
決
定
（
同
二
項
）
に
つ
い
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
に
対
し
て
も
報
告
す
る
義
務
が

課
せ
ら
れ
た
（
同
一
項
、
二
項
）
。

こ
の
場
合
の
報
告
に
お
い
て
は
、
社
会
委
員
会
は
、
当
該
決
定
の
件
数
、
決
定
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
援
助
に
関
す
る
決
定
で
あ
る

か
、
さ
ら
に
決
定
日
を
起
算
日
と
し
て
遅
滞
が
生
じ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
の
統
計
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
六
条
ｈ
第
一
項
、

か
、
さ

二
項
）
。

る
理
由
に
つ
い
て
簡
潔
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
六
条
ｆ
第
一
項
、
二
項
）
。

報
告
の
頻
度
は
、
三
ヶ
月
に
一
度
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
六
条
ｆ
第
三
項
）
。

コ
ミ
ュ
ー
ン
監
査
へ
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
地
方
自
治
法
第
九
章
一
○
条
に
定
め
る
監
査
に
該
当
す
る
も
の
で
は

（
鋼
）

な
く
、
監
査
が
当
該
監
査
事
業
を
行
う
際
の
作
業
を
よ
り
容
易
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
報
告
義
務
の
導
入
に
よ
り
生
ず
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
等
の
業
務
の
増
大
に
対
し
て
、
一
定
の
財
源
上
の
補
填

（
瓢
）

を
行
う
》
」
と
に
つ
い
て
今
後
検
討
・
提
案
す
る
と
し
て
い
る
。
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こ
の
た
め
社
会
委
員
会
か
ら
議
会
に
対
し
て
な
さ
れ
る
報
告
に
は
、
決
定
が
誰
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
な
ぜ
当
該
決

（
弱
）

定
が
実
施
さ
れ
な
い
の
か
に
関
す
る
理
由
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
当
然
、
当
該
報
上
ロ
義
務
は
、
個
々
人
の
案
件

に
つ
い
て
議
論
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
但
し
、
実
施
に
遅
滞
が
生
じ
て
い
る
案
件
の
う
ち
何
割
が
男（
”
）

性
に
関
わ
る
決
定
で
あ
り
、
何
割
が
女
性
に
関
わ
る
決
定
で
あ
る
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

報
告
は
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ー
ン
監
査
へ
の
報
告
の
場
合
と
同
じ
く
、
三
ヶ
月
に
一
回
の
頻
度
で
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
同
六
条
ｈ
第
三
項
）
。

（
三
）
議
論
の
状
況

（
１
）
報
告
義
務
の
導
入
の
意
義

こ
の
よ
う
な
報
告
義
務
を
課
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
県
を
除
く
大
半
の
レ
ミ
ス
意
見
が
賛
成
の
立
場
を

表
明
し
た
。
し
か
し
一
定
数
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
報
告
義
務
の
導
入
に
対
し
て
は
消
極
的
立
場
を
有
す
る
か
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
意

社
会
庁
は
、
立
法
調
査
委
員
会
お
よ
び
政
府
の
提
案
が
、
制
裁
的
料
金
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
措
置
だ
け
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、

定
期
的
な
報
告
義
務
と
い
う
積
極
的
な
措
置
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
肯
定
的
な
見
解
を
示
し
た
。
住
宅
庁
（
因
。
こ
の
鳥
貝
）

は
、
議
会
に
対
し
て
統
計
的
な
報
告
を
行
う
義
務
を
課
す
と
し
た
立
法
調
査
委
員
会
の
提
案
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
実
施
さ
れ
な
か
っ

た
決
定
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
申
請
案
件
の
状
況
が
議
会
に
報
告
さ
れ
う
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
点
は
議
会
に
対

（
調
）

し
て
だ
け
で
な
く
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
に
も
報
告
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

し
か
し
全
国
コ
ミ
ュ
ー
ン
・
県
連
合
会
等
は
、
提
案
の
な
か
に
制
裁
的
費
用
の
徴
収
が
含
ま
れ
て
い
る
限
り
、
報
告
書
の
提
出
義
務

表
明
し
た
。
し
か
し

（
犯
》

見
を
有
し
て
い
た
。
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（
２
）
報
告
の
時
期
と
頻
度

報
告
義
務
が
生
じ
る
時
期
と
報
告
の
頻
度
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
様
々
な
意
見
が
出
さ
れ
た
。

改
正
法
案
に
つ
い
て
審
議
す
る
た
め
に
政
府
に
設
置
さ
れ
た
政
府
の
立
法
調
査
委
員
会
は
、
報
告
義
務
は
決
定
日
ま
た
は
実
施
が
中

断
さ
れ
た
日
か
ら
「
二
ヶ
月
以
内
」
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
決
定
に
つ
い
て
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
、
さ
ら
に
報

告
は
二
ヶ
月
に
一
度
の
頻
度
」
と
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。

レ
ミ
ス
手
続
き
に
お
い
て
は
、
報
告
が
行
わ
れ
る
べ
き
頻
度
、
決
定
か
ら
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
内
に
実
施
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

に
つ
い
て
も
反
対
す
る
と
の
立
場
を
と
っ
た
。
マ
ル
メ
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
報
告
義
務
の
導
入
は
、
今
日
的
な
意
味
で
の
自
治
の
視
点
と

（
印
）

は
異
質
な
、
国
に
よ
る
詳
細
な
統
制
に
あ
た
る
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
社
会
委
員
会
の
行
っ
た
援
助
決
定
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
、

（
句
）

お
よ
び
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
政
治
家
が
十
分
な
知
識
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
を
指
摘
し
、
当
該
報
上
ロ
義
務
を
提
案
す
る
理
由
は
、

こ
の
よ
う
な
問
題
を
適
切
に
解
決
す
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
報
告
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
り
、
社
会
委
員
会

は
援
助
に
関
す
る
行
政
決
定
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
実
施
に
関
し
て
文
書
記
録
を
す
る
こ
と
や
決
定
さ
れ
た
援
助
の
実
施
に
つ
い
て
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
対
す
る
責
任
も
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
援
助
決
定
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
い
う
点
で
改
善
が
も
た
ら
さ

れ
る
と
す
る
。
ま
た
、
本
来
は
援
助
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
最
終
的
な
責
任
を
有
し
て
い
る
政
治
家
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
基

づ
く
個
人
の
権
利
や
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
状
況
に
つ
い
て
、
い
っ
そ
う
多
く
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
り
議
会
に
お

い
て
よ
り
積
極
的
な
事
業
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
す
る
。
さ
ら
に
政
府
は
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
通
じ
て
、
援
助

（
舵
》

決
定
が
実
施
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
住
民
や
メ
ー
テ
ィ
ア
に
対
し
て
も
顕
在
化
さ
れ
る
と
い
う
利
点
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
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な
い
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
報
告
義
務
が
導
入
さ
れ
た
場
合
に
生
じ
う
る
大
き
な
事
務
負
担
に
も
配
慮
し
て
意
見
が
出
さ

（
“
）

れ
た
。
例
え
ば
ヨ
ー
ー
ナ
ポ
リ
地
方
行
政
裁
判
所
は
、
決
定
か
ら
実
施
ま
で
の
期
間
は
多
様
で
あ
り
、
措
置
が
通
常
実
施
さ
れ
る
ま
で
に

（
“
）

長
い
時
間
を
要
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
「
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
基
づ
く
決
定
は
即
時
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
の
。
Ｆ
第
一
六
章
三
条
二

項
）
が
、
実
務
上
は
当
然
、
援
助
の
必
要
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
か
ら
決
定
を
実
施
す
る
ま
で
の
間
に
適
当
な
時
間
を
要
す
る
」
と
し
、

さ
ら
に
報
告
義
務
の
導
入
に
よ
り
社
会
委
員
会
お
よ
び
報
告
受
理
者
の
双
方
の
事
務
負
担
は
増
大
す
る
と
言
及
し
つ
つ
、
「
ど
の
時
点

で
報
告
義
務
が
課
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
期
限
設
定
に
関
し
て
、
お
よ
び
、
ど
の
程
度
の
頻
度
で
報
告
義
務
が
行
わ
れ
る
べ
き
か
に
関

（
侭
）

し
て
は
、
多
様
な
利
害
の
間
で
比
較
考
慮
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。

こ
の
上
で
政
府
は
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
報
告
時
期
お
よ
び
報
告
の
頻
度
に
つ
い
て
判
断
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
目
的
ｌ
す
な
わ
ち

個
人
の
法
的
保
障
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
ｌ
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
比
較
考
量
の
際
は
、
合
理
的
な
期
間
内
に
決
定
が
実
施

さ
れ
る
こ
と
の
不
可
欠
性
や
利
益
よ
り
も
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
側
の
利
害
の
方
が
重
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
比
較
考
量
を
行
う

際
に
は
個
人
の
法
的
保
障
の
強
化
と
い
う
法
改
正
の
目
的
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

比
較
考
量
の
結
果
、
決
定
の
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
実
施
さ
れ
な
い
決
定
、
お
よ
び
決
定
の
実
施
が
中
断
さ
れ
た
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内

（
髄
）

に
再
開
さ
れ
な
い
場
合
に
報
告
義
務
を
課
す
こ
と
、
お
よ
び
報
告
は
一
二
ヶ
月
ご
と
の
頻
度
と
す
る
旨
を
提
案
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
報
告
さ
れ
た
案
件
が
後
に
実
施
さ
れ
た
場
合

新
た
に
追
加
さ
れ
た
第
六
条
ｇ
に
基
づ
き
、
社
会
委
員
会
は
、
以
前
に
報
告
義
務
の
対
象
と
な
っ
た
未
実
施
の
援
助
決
定
に
つ
い
て
、

こ
れ
が
報
告
後
に
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
こ
と
を
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
と
監
査
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
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二
○
○
六
年
改
正
の
二
つ
目
の
柱
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
制
裁
的
料
金
の
支
払
い
義
務
を
課
す
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
二

○
○
六
年
改
正
に
よ
り
、
裁
判
所
無
視
の
場
合
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
委
員
会
が
決
定
し
た
援
助
決
定
が
適
当
な
期
間
内
に
実
施
さ
れ

な
い
場
合
等
に
も
同
様
の
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
一
○
○
六
年
改
正
前
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
（
一
一
○
○
一
恥
四
五
三
）
は
、
「
裁
判
所
の
決
定
に
よ
り
受
給
権
を
付
与
さ
れ
た
第
四
章

第
一
条
に
基
づ
く
援
助
の
実
施
を
、
適
当
な
理
由
な
く
遅
滞
さ
せ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
し
て
は
、
特
別
の
料
金
を
支
払
う
義
務
を

課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
六
章
六
条
一
項
）
」
と
規
定
し
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
裁
判
所
無
視
」
の
問
題
に
対
し
て
の

◆

た
。
こ
の
場
合
、
実
施
さ
れ
た
日
付
が
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
前
に
実
施
が
中
断
さ
れ
た
決
定
に
つ
い
て
レ
ー
ン
中
央
行
政

（
腕
）

庁
と
監
査
に
報
告
を
行
っ
た
後
に
、
こ
れ
が
新
た
に
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
〈
ロ
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
提
案
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
理
由
と
し
て
は
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
と
監
査
が
、
報
告
さ
れ
た
各
案
件
の
処
理
に
つ
い
て

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
合
理
的
な
期
間
内
に
報
告
さ
れ
た
各
案
件
が
実
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
を

把
握
す
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
社
会
委
員
会
が
ど
の
く
ら
い
の
期
間
内
に
、
決
定
が
実
施
さ
れ
た
こ
と

を
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
と
監
査
に
届
出
る
べ
き
か
に
関
し
て
は
、
特
に
定
め
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
、
社
会
委
員
会
の
利
益
に
従
い
可

（
胡
）

能
な
限
り
速
や
か
に
、
さ
ら
な
る
監
査
が
行
わ
れ
る
た
め
に
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

五二
）
概
要

制
裁
的
措
置
の
拡
大
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み
、
特
別
の
料
金
を
支
払
う
義
務
を
課
す
｝
」
と
を
定
め
て
い
た
。
当
該
措
置
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
一
一
○
○
二
年
改
正
に
よ
り
新
た

に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
別
の
料
金
の
支
払
い
義
務
の
決
定
は
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
の
申
立
て
に
基
づ
き
地
方
行
政
裁
判
所

が
判
断
す
る
。
す
な
わ
ち
「
特
別
の
料
金
に
関
す
る
案
件
は
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
当
該
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
地
方
行
政
裁
判
所
が
審
査
す
る
」
（
同
六
条
ｃ
）
、
「
特
別
の
料
金
は
、
裁
判
所
に
よ
る
援
助
決
定
が
既
判
力
（
］
四
囲

可
色
津
）
を
有
す
る
に
至
っ
た
時
点
か
ら
一
一
年
以
内
に
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
に
よ
り
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
」
（
同
六
条
ｄ
第
一
一
項
）
と
規
定
し
て
い
た
。

二
○
○
六
年
改
正
に
よ
り
、
制
裁
的
料
金
制
度
の
範
囲
は
拡
大
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
裁
判
所
の
決
定
に
従
わ
な
い
場
合
の
み
な
ら

ず
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
社
会
委
員
会
が
行
っ
た
個
人
に
対
す
る
援
助
に
つ
い
て
の
行
政
決
定
を
適
当
な
期
間
内
に
実
施
し
な
い
場
合
、
お

よ
び
援
助
の
実
施
が
中
断
さ
れ
た
が
こ
れ
が
適
当
な
期
間
内
に
再
開
さ
れ
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
制
裁
的
措
置
の
対
象
と
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
第
一
六
章
六
条
ａ
の
改
正
に
よ
り
、
「
社
会
委
員
会
の
決
定
に
よ
り
受
給
権
を
付
与
さ
れ
た
第
四
章
第
一
条
に
基
づ
く

援
助
を
、
適
当
な
期
間
内
に
提
供
し
な
い
」
場
合
お
よ
び
「
決
定
の
実
施
が
中
断
さ
れ
た
後
に
適
当
な
期
間
内
に
新
た
な
援
助
の
提
供

を
し
な
い
」
場
合
（
同
六
条
ａ
第
一
項
）
に
つ
い
て
も
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
特
別
料
金
を
支
払
う
義
務
を
課
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。

こ
れ
に
関
連
す
る
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
以
前
と
同
様
に
、
同
六
条
Ｃ
に
基
づ
き
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
の
申
立
て
に
よ
り
地
方
行
政

裁
判
所
が
決
定
す
る
。

れ
た
（
同
六
条
ｄ
）
。

地
方
行
政
裁
判
所
に
よ
り
特
別
料
金
の
支
払
い
義
務
が
決
定
さ
れ
た
後
に
ひ
き
続
き
援
助
の
提
供
を
行
わ
な
い
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
つ
い

て
は
、
第
六
条
ａ
第
一
項
な
い
し
一
一
項
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
新
た
な
特
別
料
金
の
支
払
い
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
規
定
さ
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社
会
委
員
会
の
行
っ
た
援
助
決
定
を
実
施
し
な
い
場
合
等
に
も
制
裁
的
料
金
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
レ
ミ
ス
手
続
き

に
お
い
て
は
、
多
く
が
こ
れ
に
賛
成
し
て
い
る
。
例
え
ば
国
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
（
』
。
）
、
ヨ
ー
テ
ボ
リ
高
等
裁
判
所
、
ベ
ス
ト
マ
ン
ラ

ン
ド
高
等
裁
判
所
、
エ
ル
ブ
ロ
高
等
裁
判
所
、
社
会
庁
、
障
害
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
ａ
ｇ
、
住
宅
庁
等
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
の
大
多

（
弱
）

数
が
賛
成
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

賛
成
の
理
由
と
し
て
社
会
庁
は
、
二
○
○
二
年
改
正
後
の
経
過
に
鑑
み
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
予
防
的
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
レ
ー
ン
は
、
同
様
の
制
裁
的
料
金
制
度
が
、
Ｌ
Ｓ
Ｓ
法
に
基
づ
く
支
援
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
に
も
導
入
さ

（
、
）

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
多
く
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
県
、
な
ら
び
に
全
国
コ
ミ
ュ
ー
ン
・
県
連
合
会
は
提
案
に
対
し
て
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
。

全
国
コ
ミ
ュ
ー
ン
・
県
連
合
会
は
、
こ
の
種
の
法
規
定
は
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
お
よ
び
Ｌ
Ｓ
Ｓ
法
の
枠
内
に
含
ま
れ
る
資
格
を
有
さ
な
い

も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
お
よ
び
県
が
利
用
可
能
な
財
源
そ
の
他
の
資
源
の
範
囲
内
で
施
策
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
と

（
別
）

な
る
よ
う
変
更
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
特
別
料
金
制
度
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
政
府
は
本
法
案
に
お
い
て
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
援
助
決
定
が
適
当
な
期
間
内
に
実
施
さ
れ
な
い
と
い
う

問
題
に
対
し
、
こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
提
案
の
背
景
に
あ
る
基
本
的
な
考
え
方
は
、
コ

ミ
ュ
ー
ン
に
対
し
て
、
よ
り
良
い
方
法
で
自
ら
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
手
段
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

主
と
し
て
前
節
で
述
べ
た
援
助
決
定
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
の
報
告
義
務
に
関
す
る
提
案
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
政
府
の

見
解
で
は
、
援
助
決
定
が
適
当
な
期
間
内
に
実
施
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
導
く
た
め
に
は
、
効
果
的
な
、
最
終
的
な
強
制
措
置
を
必
要

（
二
）
制
度
の
趣
旨
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す
な
わ
ち
、
当
該
制
度
が
違
反
に
対
す
る
制
裁
の
強
化
自
体
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
個
人
の
援
助
の
必
要
性
が

速
や
か
に
み
た
さ
れ
、
援
助
を
受
け
る
権
利
を
確
実
に
保
障
す
る
た
め
に
、
ヨ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
し
て
、
よ
り
良
い
方
法
で
自
ら
の
任

（
禰
）

務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
手
段
を
与
え
る
」
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
》
」
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
一
義

的
に
は
報
告
制
度
が
そ
の
中
心
的
役
割
を
担
う
べ
き
で
あ
る
が
、
実
効
性
を
与
え
る
た
め
に
「
最
終
的
な
強
制
措
置
」
の
存
在
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
立
場
に
た
っ
て
い
る
。
社
会
庁
が
右
に
述
べ
る
「
予
防
的
機
能
を
有
す
る
」
と
い
う
の
も
こ
れ
と
同
旨
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
こ
の
よ
う
な
「
最
終
的
な
強
制
措
置
」
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
の
保
障
、
法
に
適
合
し
た
援
助

判
定
手
続
き
の
遂
行
、
さ
ら
に
援
助
受
給
権
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
の
た
め
、
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
財

源
を
優
先
的
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
法
的
な
根
拠
・
手
段
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

（
犯
）

と
す
る
。
」

「
立
法
調
査
委
員
会
で
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
自
ら
行
っ
た
決
定
の
実
施
を
怠
る
場
合
に
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
の
様
々
な
考
え
う

る
措
置
に
つ
い
て
分
析
し
、
熟
考
し
た
。
こ
の
際
に
、
政
治
的
代
表
者
（
議
員
）
お
よ
び
職
員
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
範
囲
の
拡
大
、

政
治
的
代
表
者
お
よ
び
職
員
、
ま
た
は
法
人
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
す
る
損
害
賠
償
義
務
の
範
囲
の
拡
大
、
あ
る
い
は
罰
金
的
制

（
三
）
他
の
制
裁
手
段
と
の
関
連
性

次
に
、
様
々
な
種
類
の
法
的
な
制
裁
的
手
段
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
の
中
に
「
特
別
の
料
金
の
支
払
い
義
務
」

と
い
う
特
別
の
規
定
を
導
入
す
る
方
法
を
選
ん
だ
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
、
政
府
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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裁
を
強
制
的
措
置
と
し
て
導
入
す
べ
き
こ
と
な
ど
が
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
立
法
調
査
委
員
会
は
、
現
存
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の

事
務
に
つ
い
て
罰
金
的
制
裁
を
導
入
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
刑
事
責
任
な
い
し
損
害
賠
償
義
務
を
拡
大
す
る
こ
と
の
い
ず
れ
も
適
切
で

な
い
と
判
断
し
た
。
さ
ら
に
同
委
員
会
は
、
強
制
執
行
法
典
に
基
づ
く
強
制
執
行
そ
の
他
の
執
行
に
関
す
る
の
規
定
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン

の
決
定
、
と
り
わ
け
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
基
づ
く
援
助
決
定
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
判
断
し
た
。
政
府
は
こ
の
点
で
立
法

調
査
委
員
会
の
見
解
と
一
致
し
て
い
る
。

立
法
調
査
委
員
会
は
、
制
裁
的
料
金
制
度
が
多
く
の
利
点
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
当
該
料
金
は
、
こ
れ
が

適
用
さ
れ
る
特
定
分
野
に
対
し
て
の
み
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
故
意
や
過
失
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
な
く
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ら
に
、
罪
、
比
例
原
則
、
お
よ
び
支
払
能
力
と
い
っ
た
刑
法
上
の
原
則
を
度
外
視
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
制
裁
的

料
金
を
効
果
的
な
強
制
的
措
置
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
政
府
は
、
立
法
調
査
委
員
会
と
同
様
に
、
制
裁
的
料
金
が
最
も
適

切
な
強
制
的
措
置
で
あ
る
と
考
え
る
。

提
案
さ
れ
た
制
裁
的
料
金
は
最
終
的
な
措
置
と
し
て
み
な
さ
れ
る
た
め
、
政
府
は
、
ご
く
わ
ず
か
な
案
件
に
の
み
適
用
す
る
必
要
が

あ
る
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。
当
該
提
案
の
主
た
る
重
点
は
、
権
利
法
が
何
を
意
味
す
る
も
の
か
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
特
別
の
必
要
性
と
は
何
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
認
識
を
生
み
出
す
こ
と
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
特
別
の

（
祠
）

必
要
性
が
満
た
さ
れ
る
｝
」
と
に
あ
る
点
を
、
政
府
は
強
調
し
た
い
。
」

こ
の
よ
う
に
、
前
記
で
も
述
べ
た
が
、
当
該
制
度
が
違
反
に
対
す
る
制
裁
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
個
人
に
対

す
る
援
助
受
給
権
の
保
障
と
い
う
点
で
の
法
的
保
障
を
強
化
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
れ
を
最
も
効
果
的
に
実
現
し
う
る
制
度

と
し
て
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
い
て
特
別
に
、
固
有
の
特
別
料
金
の
支
払
い
義
務
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
と
さ
れ

て
い
る
。
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当
該
義
務
は
、
法
人
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
ま
た
は
県
に
対
し
て
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
首
長
そ
の
他
の
行
政
委
員
会
に
所
属
す

（
乃
）

る
政
治
的
代
表
者
に
課
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
理
由
と
し
て
政
府
は
、
実
際
に
は
多
く
の
場
合
、
議
会
の
資
源
分
配
に
関
す
る
態
度
決
定
が
、
実
施
等
の
遅
滞
の
発
生
に
と
っ

て
の
決
定
的
な
要
因
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
し
か
し
議
会
の
議
員
は
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
彼
ら
の
責
任
は
第
一
に

（
、
）

政
治
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
制
裁
が
議
員
個
人
を
対
象
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

な
お
、
裁
判
所
無
視
の
場
合
な
ど
と
同
様
に
、
当
該
料
金
は
、
国
家
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
六
条
ａ
第
三

項
）
。

（
五
）
対
象
と
な
る
決
定
等

コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
し
て
特
別
料
金
の
支
払
い
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
は
、

①
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
、
裁
判
所
の
決
定
に
よ
り
受
給
権
を
付
与
さ
れ
た
第
四
章
一
条
に
基
づ
く
援
助
を
、
適
当
な
期
間
内
に
提
供
し
な

い
場
合
（
第
一
六
章
六
条
ａ
第
一
一
項
）

②
社
会
委
員
会
の
決
定
に
よ
り
受
給
権
を
付
与
さ
れ
た
第
四
章
一
条
に
基
づ
く
援
助
を
適
当
な
期
間
内
に
提
供
し
な
い
場
合
（
同
一

③
決
定
の
実
施
が
中
断
さ
れ
た
後
に
適
当
な
期
間
内
に
新
た
な
援
助
を
提
供
し
な
い
場
合
（
同
一
項
）

（
四
）
義
務
の
主
体

当
該
義
務
は
、
法

項
）
お
よ
び

対
象
と
な
る
決
定
に
は
、
報
告
義
務
の
場
合
と
同
様
に
、
高
齢
者
に
対
す
る
援
助
施
策
の
み
な
ら
ず
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
第
四
章
一

で
あ
る
。
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（
六
）
「
適
当
な
期
間
」

特
別
料
金
は
、
決
定
さ
れ
た
援
助
が
「
適
当
な
期
間
内
」
に
実
施
さ
れ
な
い
場
合
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
「
適
当
な
期

間
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
レ
ミ
ス
手
続
き
等
に
お
い
て
も
若
干
の
議
論
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
い
く
つ
か
の
レ
ミ
ス
意
見
で
は
、

「
適
当
な
期
間
」
が
ど
の
程
度
の
期
間
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
条
文
で
明
記
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
主
張
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
「
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
基
づ
く
援
助
決
定
は
、
原
則
と
し
て
即
時
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
の
Ｃ
ほ
第
一
六
章
三
条
二
項
）
。
し
か
し
事
柄
の
性
質
上
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
常
に
即
時
に
特
定
の
援
助
を
提
供
し
う
る
と
考
え
る
こ
と

は
合
理
的
で
は
な
く
」
、
「
制
裁
的
料
金
を
支
払
う
義
務
は
、
決
定
の
日
な
い
し
決
定
の
実
施
が
中
断
さ
れ
た
日
に
発
生
す
る
と
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
た
め
、
援
助
決
定
が
行
わ
れ
た
日
な
い
し
実
施
が
中
断
さ
れ
た
日
か
ら
「
適
当
な
期
間
内
」
に
実
施
さ
れ
な
い
場

合
に
特
別
料
金
の
支
払
い
義
務
が
課
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
と
す
る
。

ま
た
政
府
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
「
適
当
な
期
間
」
に
相
当
す
る
期
限
を
統
一
的
に
明
示
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
「
適
当
な
期
間
」
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
①
「
つ
ね
に
個
人
の
状
況
に
応
じ
て
判
断
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

こ
と
、
②
「
あ
る
種
類
の
援
助
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
他
の
種
類
の
援
助
の
場
合
と
比
べ
て
通
常
、
よ
り
長
い
時
間
が
か
か
る
」
こ

（
刀
）

条
に
基
づ
く
す
べ
て
の
種
類
の
援
助
に
関
す
る
決
定
が
含
ま
れ
る
し
」
解
さ
れ
て
い
る
。

「
実
施
が
中
断
さ
れ
た
場
合
」
と
は
、
上
述
の
報
告
義
務
の
場
合
と
同
様
、
例
え
ば
コ
ン
タ
ク
ト
パ
ー
ソ
ン
が
そ
の
地
域
か
ら
移
転

し
た
た
め
に
そ
の
任
務
が
中
断
さ
れ
た
場
合
な
ど
を
含
む
。

さ
ら
に
政
府
は
、
既
に
実
施
さ
れ
た
決
定
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
適
当
な
期
間
内
に
実
施
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、

（
ね
）

後
に
特
別
料
金
の
支
払
い
義
務
を
課
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
」
」
述
べ
て
い
る
。
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（
七
）
特
別
料
金
支
払
義
務
と
「
厳
格
な
責
任
」
基
準

政
府
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
す
る
制
裁
的
料
金
の
支
払
い
義
務
の
判
断
の
際
に
は
、
通
常
い
わ
ゆ
る
「
厳
格
な
責
任
（
ｇ
邑
宣

（
即
）

（
副
）

回
目
叩
く
の
円
）
」
と
呼
ば
れ
る
基
準
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
一
般
に
「
厳
格
な
責
任
（
な
い
し
「
厳
格
な
損
害
賠
償
責
任
」
）
」

と
は
、
通
常
の
損
害
賠
償
義
務
の
要
件
で
あ
る
故
意
ま
た
は
過
失
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
要
せ
ず
に
課
す
こ
と
が
で
き
る
と
解

さ
れ
て
い
る
。
当
該
支
払
い
義
務
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
側
に
故
意
又
は
過
失
が
あ
っ
た
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
、
予
め
該
当
す
る
規
定

に
関
し
て
十
分
な
知
識
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
法
令
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
を
監
督
す
べ
き
特
別
の
理
由
が
存
在
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ

（
蛇
）

る
場
ヘ
ロ
に
課
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

と
が
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

社
会
委
員
会
に
報
告
義
務
が
謀
さ
れ
る
時
期
と
し
て
、
決
定
な
い
し
実
施
が
中
断
さ
れ
た
日
か
ら
「
三
ヶ
月
」
と
い
う
期
限
が
明
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
、
「
報
告
義
務
を
決
定
の
日
か
ら
三
ヶ
月
と
し
た
こ
と
は
、
社
会
委
員
会
が
決

定
を
実
施
す
る
た
め
の
適
当
な
期
間
が
三
ヶ
月
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
「
適
当
な
期
間
」
の
判
断
は
、
個
々

（
ね
》

の
事
案
一
」
と
に
個
別
の
状
況
を
勘
案
し
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

（
八
）
手
続
き

特
別
料
金
の
支
払
い
義
務
は
、
第
一
六
章
六
条
ｃ
に
基
づ
き
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
の
申
立
て
に
よ
り
地
方
行
政
裁
判
所
が
決
定
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
第
六
条
ｃ
）
。
支
払
い
義
務
の
決
定
は
、
当
該
申
立
て
が
「
援
助
決
定
が
行
わ
れ
た
時
点
か
ら
二
年
以
内
」

ま
た
は
「
実
施
が
中
断
さ
れ
た
時
点
か
ら
二
年
以
内
」
に
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
（
同
六
条
ｅ
第
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（
九
）
特
別
料
金
の
額
の
決
定

第
一
六
章
六
条
ｂ
第
二
項
で
は
、
「
当
該
料
金
の
金
額
が
決
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
が
生
じ
て
い
る
期
間
お
よ
び
そ
の
他
の
重

大
性
の
程
度
に
つ
い
て
特
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
金
額
は
一
万
ク
ロ
ー
ナ
以
上
、
一
○
○
万
ク
ロ
ー
ナ
を

上
限
と
し
て
決
定
さ
れ
る
（
同
一
項
）
。

レ
ミ
ス
手
続
き
に
お
い
て
出
さ
れ
た
意
見
の
中
で
は
、
と
り
わ
け
当
事
者
団
体
で
あ
る
全
国
発
達
障
害
児
、
青
年
お
よ
び
成
人
連
合

会
（
再
涛
、
筬
局
す
：
ｑ
の
庁
筬
円
具
く
の
。
匡
冒
、
の
、
ぷ
ａ
■
ず
胃
Ｐ
目
沮
・
目
・
呂
冒
属
目
句
ご
国
）
か
ら
は
、
制
裁
的
料
金
の
も
つ
予
防
的

目
的
に
配
慮
す
る
と
、
当
該
料
金
は
ヨ
ミ
ュ
ー
ン
が
施
策
を
実
施
し
な
い
と
い
う
事
態
を
控
え
よ
う
と
す
る
程
に
高
額
に
す
べ
き
で

あ
る
」
と
主
張
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
連
合
会
か
ら
は
、
当
該
料
金
に
は
、
施
策
の
実
施
を
怠
っ
た
際
に
個
人
お
よ
び
そ
の
家
族
が
被
っ

（
脚
）

た
物
理
的
お
よ
び
精
神
的
損
害
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
批
判
が
出
さ
れ
た
。
一
方
で
、
例
え
ば
ヘ
ル
シ
ン
ボ
リ
コ
ミ
ュ
ー

地
方
行
政
裁
判
所
に
よ
り
特
別
料
金
の
支
払
い
義
務
が
決
定
さ
れ
た
後
に
、
引
き
続
き
援
助
の
提
供
を
行
わ
な
い
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
つ

い
て
は
、
六
条
ａ
第
一
項
な
い
し
二
項
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
新
た
な
特
別
料
金
の
支
払
い
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
（
同
六
条
ｄ
）
。

レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
に
よ
る
申
立
て
に
基
づ
き
地
方
行
政
裁
判
所
が
当
該
義
務
に
つ
い
て
判
断
す
る
と
い
う
手
続
き
は
、
二
○
○
二

年
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
裁
判
所
無
視
」
に
対
す
る
制
裁
的
措
置
と
同
じ
手
続
き
を
踏
襲
し
て
お
り
、
政
府
は
、
こ
れ

と
異
な
る
取
扱
を
す
る
理
由
は
存
在
し
な
い
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
制
裁
的
料
金
の
義
務
づ
け
に
関
す
る
申
立
て
が
、
「
二
年
以
内
」
と
さ
れ
た
の
は
、
当
該
申
立
て
が
不
必
要
に
遅
ら
せ
ら
れ

る
こ
と
な
し
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

項
、■〆

｡
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実
際
の
個
別
の
案
件
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
課
す
べ
き
制
裁
的
料
金
の
金
額
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
「
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
遅

滞
が
生
じ
て
い
る
か
」
お
よ
び
「
そ
の
他
の
点
で
ど
の
程
度
の
重
大
性
が
存
在
す
る
か
」
に
つ
い
て
特
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
師
》

い
・
遅
滞
の
生
じ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
特
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
の
見
解
に
よ

れ
ば
、
遅
滞
が
継
続
し
て
い
る
全
期
間
が
、
レ
ー
ン
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
審
査
の
対
象
に
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

最
低
額
を
一
万
ク
ロ
ー
ナ
以
上
と
す
る
理
由
と
し
て
は
、
政
府
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
裁
判
所
無
視
の
場
合
と
同
様
に
定
め
る
こ
と
が

（
鰯
）

適
当
で
あ
る
た
め
と
し
て
い
る
。

（
獺
）

最
高
額
を
ど
の
程
度
に
す
べ
き
か
に
関
し
て
、
政
府
は
、
政
府
法
案
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
裁
判
所
無
視
に
対
す
る
措
置
」
の
中
で
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
制
裁
的
料
金
が
「
抑
制
的
性
質
」
お
よ
び
「
反
利
益
的
（
己
晋
の
一
言
目
の
国
且
の
）
性
質
」
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る
点

に
鑑
み
、
刑
事
罰
に
あ
た
る
罰
金
の
場
合
と
比
べ
て
相
当
に
高
額
に
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で

提
案
さ
れ
て
い
る
制
裁
的
料
金
の
意
図
か
ら
し
て
、
こ
の
種
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
よ
る
違
法
行
為
に
対
抗
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
よ

り
高
額
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
も
し
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
、
援
助
を
提
供
す
る
費
用
よ
り
も
謀
さ
れ
る
制
裁
的
料
金
の

額
の
方
が
低
額
で
あ
る
と
認
識
す
る
よ
う
な
額
で
あ
る
な
ら
ば
、
制
度
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
政
府
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
裁
判
所
無
視
の
場
合
と
同
様
、
制
裁
的
料
金
の
最
高
額
を
一
○
○
万
ク
ロ
ー
ナ
と
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
出
）

と
い
う
批
判
が
出
一
こ
れ
た
。

ン
か
ら
は
、
決
定
し
た
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
個
人
の
側
が
提
供
さ
れ
た
施
策
を
拒
否
す
る
と
い
っ
た
個

人
の
側
に
理
由
が
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
と
し
、
個
人
が
あ
る
施
策
を
拒
否
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
ア
ク
シ
ョ
ン

を
と
る
べ
き
か
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
理
由
の
な
い
制
裁
的
措
置
を
課
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
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ま
た
、
例
え
ば
コ
ン
タ
ク
ト
パ
ー
ソ
ン
の
よ
う
に
実
施
に
要
す
る
費
用
が
比
較
的
低
額
で
あ
る
施
策
で
あ
っ
て
も
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が

適
当
な
人
物
を
採
用
す
る
た
め
に
積
極
的
に
行
動
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
費
用
を
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
た
金
額

が
、
当
該
料
金
の
金
額
の
決
定
の
際
に
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
上
述
の
よ
う
に
制
度
の
「
予
防
的
性
質
（
な

（
胡
）

い
し
抑
制
的
性
質
）
」
に
由
来
す
る
。

但
し
、
個
別
に
金
額
の
決
定
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
基
準
（
雛
形
、
金
額
表
）
が
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
ま

（
卯
）

た
、
政
府
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

コ
ミ
ュ
ー
ン
の
裁
判
所
無
視
の
問
題
に
関
わ
る
裁
判
例
か
ら
は
、
制
裁
的
料
金
の
金
額
の
算
定
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
期
間
の
終
期

に
関
し
て
、
様
々
な
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
今
回
行
わ
れ
た
第
一
六
章
六
条
ｂ
の
改
正
に
関
連
し
て
、
政
府
は
、

レ
ー
ン
行
政
裁
判
所
の
判
決
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
全
期
間
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
期
間
に
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
も
し

当
該
料
金
に
関
す
る
案
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
間
に
施
策
の
実
施
が
行
わ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
実
施
が
行
わ
れ
た
時
点
ま

（
銘
）

で
の
期
間
が
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

さ
ら
に
政
府
は
、
既
に
実
施
さ
れ
た
決
定
に
関
す
る
事
例
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
適
当
な
期
間
内
に
実
施
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
よ

う
な
場
合
に
は
、
後
に
特
別
料
金
の
支
払
い
義
務
を
課
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
制
裁
的
料
金
制
度
は
効

果
的
に
機
能
し
え
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
場
合
に
は
制
裁
的
料
金
は
よ
り
低
く
算
定
さ
れ
う
る
と
指
摘
し
て
い

る
０

二
○
）
特
別
料
金
の
減
額
・
免
除

第
一
六
章
六
条
ｂ
は
、
「
特
別
な
理
由
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
料
金
は
減
免
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。
す
な
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わ
ち
特
別
料
金
の
支
払
い
義
務
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
裁
判
所
無
視
の
際
と
同
様
に
、
特
別
な
理
由
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
減
額
あ
る

い
は
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

「
特
別
の
理
由
が
存
在
す
る
場
合
」
に
ど
の
よ
う
な
状
況
が
相
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
二
○
○
二
年
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
裁
判
所
無

（
別
）

視
に
対
す
る
制
裁
的
措
置
が
導
入
さ
れ
た
際
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
①
個
人
が
提
供
さ
れ
た
施
策
を
拒
否
し
た
場
〈
ロ
、
②

多
大
な
努
力
を
し
た
が
新
た
な
コ
ン
タ
ク
ト
パ
ー
ソ
ン
等
を
雇
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
③
コ
ミ
ュ
ー
ン
ま
た
は
県
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
範
囲
外
に
あ
る
事
由
の
た
め
に
に
実
施
が
で
き
な
い
場
合
な
ど
が
「
特
別
の
理
由
が
存
在
す
る
場
合
」
に
あ
た
る
と
さ

こ
れ
に
対
し
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
い
て
、
現
行
法
に
基
づ
く
施
策
を
提
供
す
る
た
め
に
は
資
源
が
不
足
す
る
よ
う
な
方
法
で
資
源
・

財
源
の
優
先
順
位
が
調
整
さ
れ
、
財
政
等
に
関
す
る
計
画
が
策
定
さ
れ
た
結
果
と
し
て
援
助
施
策
が
提
供
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
は
、

（
”
）

減
免
の
理
由
に
は
な
り
え
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
兜
）

れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
政
府
法
案
で
は
、
今
回
の
法
改
正
に
は
直
接
結
び
つ
い
て
い
な
い
が
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
で
生
じ
て
い
る
個
人
の
法

的
保
障
の
問
題
の
う
ち
特
に
重
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
と
し
て
以
下
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
今
後
改
善
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
と
し
て
い
る
。

六
そ
の
他
の
問
題
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二
）
適
当
な
期
間
内
に
実
施
で
き
な
い
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
申
請
の
拒
否

第
一
に
、
一
部
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
第
四
章
一
条
に
基
づ
く
決
定
が
一
定
の
期
間
内
に
実
施
す
る
こ
と
が
可
能

か
ど
う
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
と
き
に
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
基
づ
く
個
人
の
申
請
を
拒
否
す
る
と
い
う
取
扱
い
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
け
る
資
源
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
申
請
を
拒
否

す
る
理
由
と
し
て
、
存
在
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

（
鴎
）

こ
の
よ
う
な
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
、
法
秩
序
に
く
□
致
し
な
い
違
法
な
も
の
で
あ
り
全
く
承
認
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ

（
妬
）

の
よ
う
な
政
府
の
見
解
に
は
、
レ
ミ
ヘ
ス
意
見
で
も
過
半
数
の
支
持
が
得
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
取
扱
い
が
違
法
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
最
高
行
政
裁
判
所
の
判
例
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
に
入
居
す
る
権
利
に
つ
い
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
利
用
可
能
な
同
種
の
ホ
ー
ム
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
権
利
が

何
ら
か
の
制
限
を
受
け
る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
最
高
行
政
裁
判
所
の
判
例
（
困
置
①
⑭
⑭
卯
吋
の
Ｅ
Ｃ
）
で
は
、
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
に
入
居
す
る
権
利
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
内
に
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
空
き
住
居
が
な
い
と
い
う
状
況
に
よ
っ
て
は
、
何
ら
影
響
を
受

（
妬
）

け
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

援
助
の
必
要
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
資
源
の
欠
如
」
を
理
由
と
し
て
拒
否
決
定
を
行
う
と
い
う
取
扱
い
を
肯
定
す
る
立
場
が

依
拠
す
る
考
え
方
は
、
「
個
人
が
一
般
行
政
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
行
政
決
定
が
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
個
人
に
行
政
裁
判
所
に
抗
告
訴
訟
を
提
起
す
る
可
能
性
を
与
え
る
こ
と

（
”
》

に
よ
り
、
個
人
の
法
的
保
障
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
必
要
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
申
請
を
拒
否
さ
れ
た
個
人
が
、
実
際
に
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
件

（
蛆
）

数
は
少
数
に
と
ど
ま
る
と
い
う
統
計
に
基
づ
き
、
｝
」
の
よ
う
な
意
味
で
の
法
的
保
障
の
強
化
を
根
拠
と
し
て
、
必
要
性
が
存
在
す
る
に
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（
二
）
援
助
決
定
手
続
の
改
善

第
二
に
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
基
づ
く
案
件
の
処
理
が
、
法
に
適
合
し
た
方
法
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
個
人
の
法
的
保
障
を
強
化
す
る

（岬）

た
め
に
重
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
分
野
で
働
く
援
助
判
定
者

（
冒
己
一
舛
関
閏
の
）
に
対
し
て
行
政
法
に
関
す
る
再
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
が
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
し

て
案
件
の
形
式
的
手
続
き
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
す
こ
と
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
が
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
手
続
き
に
関
す
る
監
督
を

実
施
・
強
化
す
る
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
社
会
庁
が
文
書
の
記
録
化
に
関
す
る
一
般
的
助
言

（
⑪
》

（
画
一
一
目
：
：
弓
巨
）
を
作
成
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
け
る
案
件
の
処
理
に
関
し
様
々
な
手
続
き
上
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
社
会
庁
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
、

障
害
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
年
金
生
活
者
団
体
お
よ
び
障
害
者
団
体
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
職
員
、
全
国
コ
ミ
ュ
ー
ン
・
県
連
合
会
等
の
様
々
な

主
体
が
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
二
○
○
六
年
改
正
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
立
法
調
査
委
員
会
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（煙）

こ
の
点
に
関
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
か
と
い
一
つ
と
、
例
え
ば
案
件
の
処
理
手
続
に
か
か
る
期
間
が
長
す

ぎ
る
こ
と
、
申
請
さ
れ
た
援
助
の
必
要
性
を
満
た
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
ま
で
決
定
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ

る
こ
と
、
援
助
の
提
供
が
可
能
と
な
っ
て
は
じ
め
て
形
式
的
な
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同

様
に
、
特
定
の
援
助
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
個
人
に
対
し
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
、
当
該
個
人
が
希
望
す
る
種
類
の
援
助
で
は
な
く
別

の
種
類
の
援
助
を
提
供
す
る
場
合
が
存
在
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
特
別
住
居
に
空
き
が
な
い
場
合
、
入
居
を
希
望
す

る
者
の
申
請
を
受
理
し
て
当
該
住
居
の
待
機
者
と
す
る
代
わ
り
に
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
を
増
や
す
等
の
他
の
施
策
を
決
定
す
る
と
い
っ
た

〈
的
）

も
か
か
わ
ら
ず
拒
否
決
定
を
行
う
こ
と
は
、
現
行
の
法
秩
序
に
く
□
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
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案
件
の
取
扱
手
続
き
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
さ
ら
に
政
府
は
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
が
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
し
て
、
案
件
の
取

扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
が
、
そ
の
任
務
の
範
囲
内
で
、

コ
ミ
ュ
ー
ン
で
行
わ
れ
て
い
る
手
続
き
に
関
す
る
監
督
を
実
施
す
る
こ
と
も
緊
急
の
重
要
性
を
有
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
社
会
庁
も
ま
た
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
国
の
監
督
機
関
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
手
続
き
の
一
部
で
あ
る
文

書
の
記
録
化
等
に
つ
い
て
の
一
般
的
助
言
を
作
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
社
会
庁
は
、
二
○
○
六
年
三

月
一
日
に
、
案
件
の
取
扱
い
に
際
す
る
文
書
記
録
化
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
お
よ
び
一
般
的
助
言
を
公
表
し
、
さ
ら
に
、
社
会
サ
ー

ビ
ス
法
、
青
少
年
の
ケ
ア
に
関
す
る
特
別
規
定
に
関
す
る
法
律
（
ぽ
、
（
」
９
９
闇
）
日
の
』
圏
『
、
江
］
：
ず
の
、
蕨
日
日
の
］
の
①
『
Ｃ
曰
く
閂

」
■
ぐ
目
租
（
閂
葛
ご
）
）
、
特
別
の
場
合
に
お
け
る
乱
用
者
の
ケ
ア
に
関
す
る
法
律
（
屋
、
（
５
ｍ
ｍ
出
「
。
）
・
目
＆
ａ
、
ご

目
の
８
日
丙
自
の
』
ａ
、
⑪
色
歓
］
］
（
］
ご
富
）
）
お
よ
び
特
定
の
機
能
障
害
を
有
す
る
者
に
対
す
る
支
援
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
法
律

伊
凋
（
ら
困
叩
⑭
⑭
『
）
ｏ
日
切
註
』
○
・
可
、
①
扁
乱
・
の
巳
］
ａ
、
閏
昏
ロ
斤
毬
・
ロ
、
冨
口
目
且
（
い
め
、
）
）
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
に
関
す
る
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
と
一
般
的
助
一
言
を
公
表
し
た
。
今
後
は
、
個
人
の
自
己
決
定
の
尊
重
と
い
う
点
で
も
高
い
質
が
保
障
さ
れ
る
た
め
に
、
社
会

場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
し
か
し
な
が
ら
個
人
は
、
特
別
住
居
に
関
す
る
申
請
に
つ
い
て
の
拒
否
決
定
を
受
け
取
っ
て
い

（噸）
な
い
た
め
、
こ
れ
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
可
能
性
も
ま
た
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

案
件
の
取
扱
手
続
き
の
質
を
向
上
さ
せ
、
一
定
の
水
準
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
政
府
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
分
野
で
働
く
援
助
判
定

者
に
対
し
て
行
政
法
に
関
す
る
再
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
援
助
判
定
者
が
行
政
法
に
関

す
る
十
分
な
教
育
を
受
け
る
べ
き
こ
と
に
関
す
る
責
任
は
、
第
一
義
的
に
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
有
す
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、

当
該
地
域
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
監
督
機
関
と
し
て
の
性
格
か
ら
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
も
ま
た
こ
れ
に
対
す
る
責
任
を
有
す
る

（
偶
）

し
」
す
る
。
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《噸）

庁
が
こ
れ
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
文
書
を
提
供
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
レ
ミ
ス
手
続
き
に
お
い
て
も
大
多
数
が
支
持
を
し
て
い
る
。
特
に
社
会
庁
は
意
見
と
し
て
、
形
式
的

手
続
き
が
改
善
さ
れ
る
た
め
に
は
、
大
学
お
よ
び
単
科
大
学
、
県
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
お
よ
び
社
会
庁
と
い
っ
た
複

数
の
機
関
に
よ
る
連
携
し
た
施
策
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
社
会
庁
は
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
ご
と
に
「
必
要
性
」
判
定
の
あ
り
方

に
大
き
な
格
差
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
問
題
と
し
、
こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
の
よ
り
具
体
的
な
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
も
主
張

（価）

し
て
い
る
。

（
三
）
協
力
お
よ
び
計
画
策
定

第
三
に
、
政
府
は
、
と
り
わ
け
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
い
て
住
宅
計
画
を
作
成
す
る
際
に
は
、
高
齢
者
お
よ
び
障
害
を
も
つ
人
々
の
現
在

（、）

お
よ
び
将
来
に
お
け
る
必
要
性
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
と
く
に
住
宅
計
画
に
つ
い
て
一
言
及
さ
れ
て
い

る
の
は
、
重
度
の
ケ
ア
や
介
護
を
要
す
る
高
齢
者
等
の
必
要
性
と
援
助
を
受
け
る
権
利
を
将
来
に
わ
た
っ
て
満
た
す
た
め
に
、
必
要
な

量
の
特
別
住
居
等
が
計
画
的
に
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
に
は
、
関
連
す
る
行
政
機
関
の
間
で
の
十
分
に
機
能
し
う
る
協
力
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
等
の

有
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
「
将
来
の
必
要
性
」
も
含
め
て
、
発
見
事
業
や
実
態
調
査
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｝
」

こ
の
背
景
と
し
て
、
一
一
○
○
三
年
一
一
月
に
住
宅
庁
と
社
会
庁
が
共
同
で
、
機
能
的
な
協
力
と
計
画
策
定
に
重
点
が
お
か
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
報
告
書
を
政
府
に
提
出
し
て
お
り
、
高
齢
者
と
障
害
を
も
つ
人
々
に
対
し
て
、
必
要
性
が
存
在
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら

（噸）

ず
一
定
の
場
ヘ
ロ
に
特
別
な
住
宅
形
態
に
お
け
る
住
居
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
要
因
を
分
析
し
て
い
る
。

（畑）

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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政
府
は
、
こ
の
分
析
を
も
と
に
、
住
宅
計
画
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
十
分
な
住
宅
計
画
が
策
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
政
府
は
、
コ

ミ
ュ
ー
ン
の
計
画
策
定
に
お
い
て
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
が
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
第
一
三
章
二
条
に
基
づ
き
積
極
的
に
支
援
・
努
力
を
行
う

こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
し
、
「
と
り
わ
け
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
計
画
が
、
将
来
に
お
い
て
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
や
高
齢
者
の
た
め
の
特
別

住
居
、
障
害
を
も
つ
人
々
の
た
め
の
特
別
の
サ
ー
ビ
ス
を
備
え
た
住
居
形
態
に
つ
い
て
の
援
助
の
必
要
性
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ

（叩》

う
、
措
置
を
と
る
こ
と
を
（
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
の
）
任
務
と
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

政
府
は
さ
ら
に
、
前
記
の
よ
う
な
計
画
作
成
に
際
し
て
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
内
の
様
々
な
行
政
機
関
の
あ
い
だ
で
十
分
に
機
能
し
う
る

よ
う
な
協
力
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
政
治
家
が
「
関
連
す
る
行
政
機
関
の
あ
い
だ
で
十

分
に
協
力
が
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
」
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
政
治
家
の
役
割
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
良
好
な
住
宅
計
画
が
策
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
発
見
活
動
お
よ
び
実
態
調
査
事
業
が
当
該
計
画
の
基
礎
資
料
を
提
供
す
る

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
高
齢
者
や
障
害
を
も
つ
人
々
な
ど
の
実
際
の
状
況
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
見
活

動
・
実
態
調
査
事
業
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
発
見
活
動
・
実
態
調
査
事
業
が
行
わ
れ
る
際
に
は
、

将
来
に
お
い
て
生
じ
う
る
必
要
性
の
分
析
も
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
強
調
さ
れ
て
い
麺
・

レ
ミ
ス
手
続
き
で
出
さ
れ
た
意
見
の
大
部
分
は
、
協
力
と
計
画
策
定
に
重
点
を
お
く
べ
き
と
す
る
政
府
案
に
賛
成
し
て
い
る
。
特
に

住
宅
庁
の
意
見
と
し
て
、
特
別
の
必
要
性
を
有
す
る
グ
ル
ー
プ
の
た
め
の
住
宅
が
、
今
後
い
っ
そ
う
一
般
住
宅
の
供
給
と
統
合
さ
れ
て

（肥）

い
く
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
は
、
そ
れ
以
前
の
社
会
福
祉
立
法
に
お
け
る
個
人
の
法
的
地
位
の
弱
さ
、
こ
れ
に
比
す
る
行
政

機
関
の
有
し
て
い
た
権
限
の
大
き
さ
に
対
し
て
、
そ
の
基
本
的
理
念
・
原
則
の
部
分
か
ら
根
本
的
に
修
正
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
制
定

さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
有
す
る
。
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
は
枠
組
法
的
な
性
格
を
有
す
る
法
律
で
あ
る
が
、
個
人
に
関
す
る
実
体
的
・
手
続

き
的
権
利
の
面
で
は
、
個
人
の
法
的
保
障
の
観
点
か
ら
、
む
し
ろ
旧
法
よ
り
も
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

個
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
を
同
法
に
明
記
し
た
｝
」
と
も
、
こ
の
よ
う
な
個
人
の
法
的
地
位
を
強
化
す
る
と
い
う
意
図
の
重
要
な
あ

ら
わ
れ
の
一
つ
で
あ
る
。
旧
法
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
旧
社
会
扶
助
法
（
一
九
五
六
二
一
）
等
で
は
、
実
務
上
で
は
個
人
の
受
給
権
は

認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
法
文
上
で
は
個
人
の
権
利
を
明
記
し
た
規
定
は
な
く
、
行
政
機
関
の
義
務
な
い
し
権
限
と
し
て
規
定
さ
れ
る
と

（
Ｕ

い
う
形
態
が
と
ら
れ
て
い
た
。

七
ま
と
め
’
二
○
○
六
年
改
正
の
意
義
Ｉ

社
会
サ
ー
ビ
ス
法
第
四
章
一
条
（
旧
法
六
条
）
で
は
、
個
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
を
明
記
す
る
。
こ
れ
は
第
一
一
章
二
条
に
定
め
る

コ
ミ
ュ
ー
ン
の
最
終
的
貴
任
規
定
に
基
づ
く
義
務
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
援
助
を
受
け
る
権
利
は
、
本
稿
で
指
摘
し
た
と
お
り
、

財
政
的
そ
の
他
の
資
源
の
有
無
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
法
の
制
定
過
程
に
お
け
る

諸
文
書
や
最
高
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
現
実
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
財
政
が
困
難
な
時
期
に
お
い
て
は
、
利
用
し
う
る
財
源
や
サ
ー
ビ
ス
量
が
十
分
で
な
い
場
合
に
、

個
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
も
生
じ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
資
源
が
十
分
で
な
い
場
合
に
、
コ
ミ
ュ
ー

ン
の
資
源
の
状
態
と
個
人
の
権
利
の
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
の
か
、
個
人
の
援
助
受
給
権
は
資
源
の
状
況
に
よ
っ
て
一
定
の
制
限
を
受

け
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
と
い
っ
た
点
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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二
○
○
二
年
改
正
、
お
よ
び
本
稿
で
取
り
上
げ
た
二
○
○
六
年
改
正
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
一
定
の
立
法
的
解
決
を
与

え
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
二
○
○
一
一
年
改
正
お
よ
び
二
○
○
六
年
改
正
の
い
ず
れ
も
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
資
源
が
十
分
で
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
個
人
の
援
助
受
給
権
が
制
限
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
理
由
で
個
人
の
権
利
を
制
限
す

る
こ
と
は
、
法
的
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
問
題
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
資
源
が
十
分
で
な
い
こ
と
を

理
由
に
、
法
で
定
め
ら
れ
た
個
人
の
援
助
受
給
権
を
保
障
し
な
い
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
○
○
二
年
改
正
で
導
入
さ
れ
た
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
行
政
裁
判
所
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
援
助
の
提
供
を
怠
る
場
合
の
制
裁
的
な
特
別

料
金
の
支
払
い
義
務
、
お
よ
び
一
一
○
○
六
年
改
正
で
導
入
さ
れ
た
決
定
さ
れ
た
援
助
が
適
当
な
期
間
内
に
実
施
さ
れ
な
い
場
合
の
報
告

義
務
や
特
別
料
金
支
払
い
義
務
の
範
囲
の
拡
大
は
、
い
ず
れ
も
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
定
め
る
個
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
の
保
障
を
い
っ

そ
う
強
化
し
、
個
人
に
対
す
る
法
的
保
障
を
強
化
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

コ
ミ
ュ
ー
ン
の
資
源
が
十
分
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
個
人
の
援
助
受
給
権
が
制
限
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ

こ
の
よ
う
な
理
由
で
個
人
の
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
り
、
法
的
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
問
題
で
あ
る
と
す
る
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
援
助
受
給
権
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
「
最
低
限
度
の
水
準
は
決
し
て
予
算
の
有
無
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
指
導
支
配
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
、
わ
が
国
に
お
け
る
有
名
な
朝
日
訴
訟
第
一
審
判
決
の
立
場

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
の
一
方
で
二
○
○
六
年
改
正
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
け
る
個
人
の
法
的
保
障
の
問
題
に
関
し
て
、
な
お
い
く
つ
か
の
課
題

を
残
し
て
い
る
。
中
で
も
、
援
助
受
給
権
と
い
う
実
体
的
権
利
の
保
障
に
関
し
て
だ
け
で
な
く
、
実
体
的
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
手

続
き
の
あ
り
方
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
も
、
政
府
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
援
助
受
給
権
の
法

定
要
件
で
あ
る
「
必
要
性
」
判
断
の
あ
り
方
や
、
個
人
の
案
件
の
取
扱
い
が
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
お
よ
び
行
政
法
に
合
致
す
る
よ
う
な
方
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法
で
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
、
資
源
の
不
足
を
理
由
に
援
助
判
定
そ
の
も
の
が
引
き
延
ば
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ

と
等
の
問
題
が
例
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
レ
ー
ン
単
位
で
の
監
督
や
教
育
等
に
よ
る
対
応

の
み
な
ら
ず
、
国
レ
ベ
ル
で
も
、
社
会
庁
に
よ
る
一
般
的
助
言
の
公
表
な
ど
の
統
一
的
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ

い
て
も
、
今
後
、
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
関
連
で
、
法
的
な
問
題
と
し
て
は
、
地
方
自
治
の
伝
統
が
強
い
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
や
県
の
有
す
る

自
治
権
限
を
国
が
ど
こ
ま
で
制
限
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
か
ね
て
よ
り
引
き
続
き
議
論
さ
れ
て
き
て
い

る
。
住
民
の
必
要
性
と
地
域
の
前
提
条
件
に
従
っ
て
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
住
民
に
最
も
身
近
な
地

方
公
共
団
体
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
し
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い
て
の
最
終
的
資
任
が
課
せ
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
と
の
関
連
も
含
め
、
個
人
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
国
の
三
者
の
法
的
関
係
に
つ
い
て
も
、
今
後
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ

ろ
う
。

（
１
）
但
し
、
「
特
定
の
機
能
障
害
を
有
す
る
者
に
対
す
る
支
援
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
法
律
悼
偶
（
巳
ｇ
“
巴
）
Ｃ
白
鷺
ｇ
ｏ
島
、
の
。
旨
の
云
三

ぐ
厨
、
角
昏
口
宣
】
目
の
江
且
『
且
（
Ｓ
ｍ
の
）
」
に
基
づ
く
重
度
の
機
能
障
害
を
も
つ
者
に
対
す
る
特
別
の
サ
ー
ビ
ス
、
お
よ
び
強
制
的
な
措
置
を
伴
う

「
青
少
年
の
ケ
ア
に
関
す
る
特
別
規
定
に
関
す
る
法
律
（
缶
篇
（
ｓ
ｇ
韓
圏
）
目
の
１
ｍ
胃
、
亘
§
す
の
、
威
冒
目
の
一
ｍ
臼
○
日
風
己
四
ぐ
自
彊
（
』
」
ご
こ
）
」
．

「
特
別
の
場
合
に
お
け
る
乱
用
者
の
ケ
ア
に
関
す
る
法
律
（
Ｅ
、
（
】
①
麗
邑
『
Ｃ
）
○
日
乱
ａ
自
旦
、
、
ず
冒
颪
『
２
ゴ
、
患
茜
一
一
（
ぼ
く
三
）
」
に

基
づ
く
援
助
等
は
こ
れ
に
含
ま
れ
ず
、
各
個
別
法
に
基
づ
き
決
定
・
実
施
さ
れ
る
。

（
２
）
法
制
定
当
時
は
同
法
に
も
と
づ
く
業
務
は
「
社
会
委
員
会
（
ｍ
Ｃ
Ｂ
ｍ
］
忌
冒
且
の
ロ
）
」
が
担
う
も
の
と
さ
れ
、
同
法
に
基
づ
き
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
社

会
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
九
九
○
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
、
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
社
会
委
員
会

を
は
じ
め
と
す
る
行
政
組
織
を
自
由
に
設
置
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
現
在
で
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
業
務
を
担
う
行
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－回

３
￣〆

〆へ‐■￣、￣、

１２１１１０９
，－グ、．'、ログ、．'

（
６
）

（
７
）

（
８
）

〆■、

５
、ログ

〆■、

４
、－グ

政
委
員
会
の
名
称
や
数
は
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
例
え
ば
エ
ス
テ
ル
ス
ン
ド
市
で
は
、
「
社
会
委
員
会
」
と
「
ケ
ア
・
福
祉

委
員
会
」
の
二
つ
の
行
政
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
同
法
に
基
づ
く
業
務
を
分
担
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
個
人
の
援
助
受
給
に
関
す
る
行
政
処
分
に
か
か
わ
る
案
件
に
関
し
て
は
、
行
政
手
続
き
上
、
個
人
に
対
し
て
手
厚
い
手
続
的
権
利
が

保
障
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
。
■
第
十
一
章
八
条
で
は
、
行
政
法
（
司
○
園
山
］
目
目
、
の
］
色
鴨
曰
（
］
患
②
層
⑬
）
、
弓
Ｆ
と
略
さ
れ
る
）
に
定
め
る

各
種
の
手
続
的
権
利
・
義
務
が
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
案
件
に
お
い
て
も
直
接
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
例
え

ば
、
決
定
へ
の
理
由
付
記
白
田
二
○
条
）
、
口
頭
で
情
報
提
供
を
す
る
権
利
（
同
一
四
条
一
項
）
、
個
人
の
案
件
の
調
査
段
階
で
提
供
さ
れ
た

す
べ
て
の
情
報
を
原
則
と
し
て
個
人
が
知
ら
さ
れ
る
権
利
や
、
こ
れ
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
権
利
（
同
一
六
条
、
一
七
条
）
等
が
社
会
サ
ー

ビ
ス
の
案
件
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
お
い
て
は
、
第
十
一
章
九
条
の
よ
う
に
、
一
般
法
で
あ
る
行
政

法
に
さ
ら
に
上
乗
せ
し
て
よ
り
強
い
手
続
的
保
護
が
個
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

行
政
抗
告
訴
訟
と
は
、
裁
判
所
が
訴
え
ら
れ
た
決
定
の
合
法
性
（
国
砠
」
』
ぬ
彦
曾
の
ロ
）
と
相
当
性
（
】
叫
昌
目
、
嵜
日
の
ゴ
）
の
両
方
に
つ
い
て
審
査
で

き
る
訴
訟
形
態
で
あ
る
た
め
ｙ
訴
え
ら
れ
た
決
定
の
全
体
つ
い
て
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
は
行
政
庁
の
決
定
に
か
わ
る
新
た
な
決
定

こ
の
点
に
関
す
る
最
高
行
政
裁
判
所
の
判
決
と
し
て
、
囚
ご
ｇ
餡
吋
の
流
さ
◎
：
詞
』
］
忠
⑬
弓
の
ご
］
口
が
あ
る
。
同
様
の
趣
旨
を
確
認
し
た
立

法
制
定
過
程
に
お
け
る
公
文
書
と
し
て
は
、
厚
。
己
』
召
②
邑
○
叩
、
．
届
⑪
。
：
甲
・
ロ
』
①
③
の
ら
『
邑
隠
⑪
．
⑫
中
忠
月
云
⑰
。
］
『
一
等
が
あ
る
。

一
九
九
八
年
改
正
に
つ
い
て
は
、
政
府
法
案
早
目
・
］
⑪
⑫
ミ
ヨ
皀
匿
を
参
照
。

田
吋
。
ご
』
①
垣
の
お
『
叩
］
漣
心
切
・
垣
凹
。

な
お
、
同
改
正
で
は
、
旧
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
（
］
⑪
９
句
ｇ
）
の
基
本
的
理
念
・
原
則
お
よ
び
内
容
を
維
持
し
つ
つ
、
新
た
に
全
体
を
編
纂
し
直

す
と
と
も
に
、
新
た
な
法
律
番
号
が
付
さ
れ
、
全
十
六
章
か
ら
な
る
新
・
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
（
９
ｓ
基
留
）
と
な
っ
た
。

、
。
□
旨
］
⑰
ご
円
の
］
ｍ
の
ロ
（
国
○
①
】
）
》
困
眸
言
、
助
眸
斥
国
営
９
首
。
ｐ
】
陣
匡
吋
の
。
ｐ
】
⑰
◎
丙
、
の
Ｐ
⑪
。
『
‐
①
．

例
え
ば
、
二
一
罫
『
の
冨
言
自
己
一
時
Ｚ
の
５
．
用
。
ヨ
ョ
目
の
扇
］
⑪
、
‐
。
：
』
◎
曰
、
。
］
⑪
す
。
房
（
の
芦
・
烏
ず
。
］
日
】
②
①
①
）
を
参
照
。

、
。
。
旨
］
⑫
ご
Ｈ
の
」
⑰
の
ロ
（
⑬
ｃ
ｃ
得
）
】
河
騨
筋
⑫
眸
庁
の
吋
彦
の
一
目
◎
目
酔
」
』
Ｈ
の
。
白
い
日
、
の
ご
箏
切
・
桴
Ｐ

ハ
ン
ス
・
ラ
ー
グ
ネ
マ
ル
ム
箸
・
萩
原
金
美
訳
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
行
政
手
続
・
訴
訟
法
概
説
』
（
信
山
社
、
一
九
九
五
年
）
三
三
頁
、
注
（
１
）

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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￣、￣、〆へ

１８１７１６
－〆～〆￣〆

〆へ〆■、〆■へ

１５１４１３
、－グ、‐〆－〆

_、￣、￣、￣、〃へ〆へ〆へ

２５２４２３２２２１２０１９
，－プ、－〆～〆、－ジ－〆～グ、-〆

尹■、〆￣、

２８２７
、－〆、‐ザ

グー、

２６
，－ゲ

○
］
色
の
⑪
因
の
］
の
塀
ご
且
欝
戯
耳
②
殴
丙
の
彦
の
亀
寧
司
の
⑪
訂
丙
風
津
已
］
。
。
←
昏
胃
』
○
］
肘
い
の
ロ
ｇ
ｏ
篇
盛
煕
。
○
丙
彦
。
］
日
巳
④
】
。
⑩
．
ｇ
魔

勺
の
８
の
日
凌
ぐ
色
色
普
鼠
鳶
口
。
旨
」
の
ロ
〕
◎
冨
貰
】
・
威
耳
い
ぃ
蝕
丙
の
ず
の
け
》
の
｛
岸
Ｃ
ｓ
一
目
」
＆
⑩
丙
閏
函
巨
目
の
自
国
毬
ｏ
Ｐ
ｍ
・
忠
‐
⑫
Ｐ

ジ
ゴ
ロ
’
○
可
餌
ユ
○
写
の
亭
餌
。
』
の
］
旨
煥
の
少
］
ぐ
ず
の
切
勗
ヨ
ョ
画
ロ
』
の
。
ぐ
釣
］
才
】
ず
ｇ
ｏ
の
ず
、
也
曰
ど
の
寿
の
曰
○
ョ
、
月
国
］
辱
蝕
ロ
切
冨
旦
切
←
Ｃ
Ｑ
戸
ず
。
］
目
］
①
⑫
②
．
、
．
］
】
つ
‐

］
】
】
．
、
の
ヨ
①
⑩
［
①
『
ゴ
少
］
］
》
■
・
再
少
量
、
可
の
←
の
『
》
匂
。
『
ご
｝
詩
筋
一
四
の
『
。
：
、
色
口
鷺
】
。
。
①
『
す
。
目
⑪
。
。
】
也
辱
『
騨
訂
ロ
）
詞
騨
厨
ゴ
ー
の
。
、
弄
餌
ご
］
】
、
二
烏
弄
臥
津

』
①
⑰
Ｐ
、
’
の
』
⑨
。
、
の
陣
ぐ
の
ロ
ミ
の
鷲
の
Ｈ
豈
眸
］
］
》
ほ
・
』
Ｐ
ユ
ニ
鼻
①
ロ
。
○
ず
＆
言
揖
声
⑦
一
日
ｐ
Ｐ
ｍ
Ｃ
。
旨
］
己
の
←
①
自
助
歸
回
ご
』
橘
ご
」
⑪
穴
回
津
停
②
③
、
．
》
、
．
『
⑤
．

旧
の
目
目
陦
》
ご
且
腎
魁
言
勺
○
日
』
の
Ｂ
Ｃ
汀
凹
昌
働
耳
、
、
騨
戸
：
①
（
・
の
一
房
。
Ｓ
］
ロ
風
呂
⑪
炭
胃
西
巨
目
の
員
菖
】
Ｃ
Ｐ
ｍ
・
垣
Ｐ

■
：
』
の
］
旨
、
》
段
］
ぐ
ず
の
⑩
戯
ヨ
ョ
：
』
の
．
ぐ
的
］
戴
可
の
［
。
・
ず
圏
曰
ご
鼻
①
ご
・
ョ
⑩
。
且
画
］
ご
普
曾
の
貝
、
．
］
］
］
・

勺
①
８
の
。
諄
》
ぐ
且
宵
司
騨
亀
○
目
：
曰
Ｃ
可
菖
】
・
愚
冨
、
、
算
の
弓
す
９
．
９
房
・
島
］
巨
己
＆
、
歸
閏
顕
巨
日
目
目
←
】
Ｃ
Ｐ
睡
・
巴
露

萩
原
・
前
掲
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
司
法
』
二
八
’
二
九
頁
、
注
（
Ⅳ
）
を
参
照
。

萩
原
金
美
『
ス

の
。
□
巴
②
⑤
②
ヨ

シ
』
⑦
戸
⑰
艸
曰
」
の
Ⅳ

』
②
②
⑥
）
⑰
。
⑬
②
。

、
○
○
国
」
⑪
←
胃
の
］
⑰
目
・
エ
」
身
２
℃
目
愚
、
の
｛
（
ｇ
ｇ
ふ
）
】
厚
嘗
》
の
、
｝
員
己
］
官
、
辱
房
』
冨
貝
且
習
鷺
の
Ｐ
い
局
．

、
。
。
旨
］
鷺
胃
の
］
、
の
ロ
巴
号
２
日
骨
農
鼻
（
９
８
⑪
）
》
叩
・
】
『
‐
昂
・
昌
貰
扇
、
ぐ
の
已
朋
Ｃ
Ｐ
百
ｍ
育
嘗
斥
已
二
噸
】
す
の
、
乱
鳳
騨
計
の
曰
・
回
目
＆
写
ｍ
ｍ
ｏ
Ｂ
Ｃ
‐

｝
Ｃ
巴
切
斤
⑰
目
ｓ
の
．
、
ｇ
菌
」
鷺
胃
の
］
、
の
ロ
】
①
③
①
．

Ｒ
穆
皀
』
⑦
］
旨
⑰
》
、
眸
一
く
す
の
⑪
威
冒
目
、
ロ
ユ
の
。
ご
ｍ
」
辱
曽
の
局
。
。
け
、
回
冒
ご
○
丙
の
ご
Ｃ
曰
⑫
。
。
旨
］
ご
幽
口
の
（
の
Ｐ
、
．
】
巨
・
三
の
切
言
の
門
可
沖
］
一
・
両
鷲
甦
、
声
の
奇
円
》
司
冴
，

己
一
時
蕨
一
ｍ
の
円
Ｃ
⑤
ゴ
②
：
再
】
目
の
『
曰
◎
曰
の
。
。
】
画
一
可
騨
尉
目
］
①
⑪
Ｐ
⑪
．
②
急
・
言
⑩
、
扇
『
ず
酢
］
］
雪
』
巨
邑
』
】
丙
：
Ｃ
島
戯
圖
碩
ヶ
①
富
門
口
餌
》
、
。
『
⑫
．

、
○
○
国
］
鷺
望
司
①
一
ｍ
①
ロ
（
』
つ
つ
］
）
・
再
蝕
詳
切
、
眸
斤
①
円
可
ｇ
】
ロ
○
日
堅
己
『
①
○
口
】
⑪
○
吋
函
①
Ｐ
⑪
．
】
Ｐ

、
・
・
旨
一
ｍ
台
旨
の
一
ｍ
目
エ
」
号
の
９
日
国
咀
鼻
（
岳
②
『
函
心
）
白
乱
員
自
忌
ご
］
呉
玖
、
。
§
］
鷺
胃
の
］
、
の
口
（
】
患
『
）
『
匿
号
の
⑪
。
：
管
冨
②
園
貰
ｇ
←

を
参
照
。

国
の
】
の
奴
】
す
】
二
・
凹
助
・
頤
⑭
。

『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
司
法
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
六
年
）
二
八
’
二
九
頁
、
注
（
灯
）
を
参
照
。

－
＆
「
発
展
の
中
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
」
⑪
．
］
『
・

臼
弔
②
目
の
口
陦
》
く
い
」
騨
吋
門
鷲
亀
○
冒
旦
①
日
。
房
Ｈ
ｇ
】
や
円
騨
扇
⑰
酔
弄
Ｃ
ｐ
の
一
・
の
←
鼻
。
□
す
］
．
Ｐ
己
」
】
⑪
片
囚
Ｈ
ｍ
Ｅ
ｇ
の
ご
国
ご
Ｃ
ロ
》
ｍ
８
Ｑ
戸
彦
。
」
目
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（
“
）
勺
８
勺
・
］
む
む
ミ
①
⑪

（
⑬
）
勺
ｇ
ご
』
②
②
『
＄
⑪

（
似
）
旧
８
℃
・
画
①
Ｃ
⑰
ｓ
⑤

（
側
）

（
羽
）
与
昼
・
・
⑫
・
旨
①

（
犯
）
弓
匙
・
・
⑩
．
】
】
③

（
別
）
勺
８
℃
・
函
ｃ
ｃ
】
Ｓ
頃
届
蝉
切
・
函
①
、

〈
弱
）
屋
】
ｇ
・
・
ｍ
・
巨
酊
・
社
会
庁
は
、
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
が
各
レ
ー
ン
ご
と
に
行
っ
た
実
態
把
握
を
総
括
し
て
い
る
。
実
態
把
握
は
、
国
内
の
全
コ

ミ
ュ
ー
ン
を
対
象
と
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
基
づ
く
量
的
研
究
を
も
と
に
行
わ
れ
た
。
但
し
、
調
査
は
高
齢
者
福
祉
お
よ
び
障
害
者
福
祉
に

つ
い
て
の
み
行
わ
れ
、
個
人
お
よ
び
家
族
を
対
象
と
す
る
福
祉
に
つ
い
て
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
．
同
報
告
書
の
基
礎
と
な
る
調
査
に
お

い
て
は
、
特
定
の
測
定
日
に
つ
い
て
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
た
め
、
決
定
が
行
わ
れ
て
か
ら
ど
れ
く
ら
い
期
間
が
経
過
し
て
い
る
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
過
去
に
行
わ
れ
た
決
定
の
う
ち
実
施
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
総
数
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
調
）
詞
の
、
の
扁
冒
、
の
ロ
切
官
◎
宮
骨
】
目
（
胃
。
ご
・
）
⑬
ｇ
⑰
へ
ｇ
昌
画
、
。
］
』
⑰
‐
巨
①
．

（
師
）
南
洋
８
．
ｇ
Ｃ
ｍ
ｓ
９
］
】
、
、
。
］
】
の
．

〆へ戸へ〆へ－罠￣、￣■

３５３４３３３２３１３０
－〆、￣、￣、￣、■〆、■〆

－、

２９
－〆

酉
胃
薗
・
少
且
１
コ
、
閏
】
、
自
国
】
ご
嘗
切
二
眉
の
己
・

当
該
事
業
報
告
書
は
、
各
レ
ー
ン
中
央
行
政
庁
が
過
去
一
年
間
に
実
施
し
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
け
る
監
督
事
業
に
関
す
る
年
次
報
告
書

を
、
全
国
レ
ベ
ル
で
総
合
し
て
作
成
し
た
報
告
書
で
あ
る
。

、
◎
＆
巳
農
琶
甸
の
］
、
の
ロ
（
閏
ｃ
ｃ
】
）
草
閣
酢
耳
⑪
、
眸
丙
の
円
可
の
合
】
ロ
。
目
堅
已
司
の
◎
目
、
。
『
函
⑪
ロ
》
⑪
．
】
】
・

の
。
＆
由
一
ｍ
奇
］
『
の
］
、
の
口
（
閨
ｃ
ｃ
』
）
》
】
す
』
』
・
』
の
。
』
Ｐ

同
改
正
の
概
要
お
よ
び
提
案
理
由
に
つ
い
て
は
、
□
ｍ
ｇ
ｇ
ｗ
ｇ
．
【
・
日
日
目
農
：
ｇ
ｍ
８
｝
の
可
◎
厨
を
参
照
．

照
り

や
円
Ｃ
□
・
国
①
Ｃ
こ
つ
壇
】
凹
噛
。

○
○
六
年
七
月
一
日
施
行
。
一
一
○
○
六
年
改
正
法
に
つ
い
て
は
、
用
）
篇
○
℃
・
函
ｇ
辺
冨
叩
巨
③
》
す
の
一
・
唖
ｇ
ｍ
Ｓ
②
、
。
□
函
①
》
村
の
汀
・
画
ｇ
⑨
Ｓ
の
凸
臼
を
参

一ｍ］】、】

牌
】
⑬
凸

桿
］
⑭
。

三
ｚ
ｇ
】
：
画
一
ロ
ゴ
の
口
汚
］
ご
函
：
］
回
ゴ
哉
司
乱
ａ
Ｃ
＆
Ｃ
日
切
◎
凋
○
冒
山
］
号
の
．
ご

二
三
ｇ
】
。
ｐ
四
］
］
富
且
』
】
息
⑫
□
」
目
践
再
眸
］
号
ｇ
ｏ
］
葺
涛
：
．
一
一
一
九
九
九
年
施
行
。
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宅
可
Ｃ
で
。
⑬
Ｃ
Ｃ
ｍ
ｓ
②
』
』
⑰
。
⑪
．
】
②
。

弔
吋
○
℃
・
函
Ｃ
Ｃ
ｍ
Ｓ
②
】
］
。
》
印
】
①
０
画
○
・

［
豆
』
ご
ｍ
］
】
、
宍
（
Ｐ
、
三
ｍ
己
烏
合
、
騨
訂
房
の
島
の
一
・
急
）

冒三」。。⑩】ムー］⑤。（唖，』二句○吋、］四ｍ（陸］一四ｍ◎冒舛ロユ『一目顕】⑫Ｃｓ＆ご陣目黒冒頭のロ［函○○房畢酊⑭］・二）

な
お
各
条
の
「
項
」
に
つ
い
て
は
便
宜
上
、
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

や
『
。
ご
・
画
Ｃ
Ｃ
⑨
｝
Ｃ
②
】
■
９
ｍ
。
】
』
①
。

閂
己
】
二
・
・
ｍ
。
』
〕
ｍ
・

弓
昼
・
》
、
。
］
局
・

皀
昼
・
》
⑰
．
］
］
Ｐ

閂
す
】
旦
・
や
餌
］
］
②
・

閂
す
】
且
。
）
印
】
】
『
・

与
昼
・
》
叩
・
局
】
・

弓
匙
・
》
⑪
。
］
閨
］
・

円
す
】
』
・
｝
。
】
閏
］
・

弓
莨
・
》
、
。
】
】
ヨ
，
】
］
■
・

閂
す
】
□
・
ロ
、
。
］
］
餌

同
す
】
。
・
や
い
］
］
ｍ
・

閂
す
］
□
。
ご
い
】
】
的
・

弓
菖
．
．
ｍ
・
巨
⑪
．
］
】
①
・

閂
す
』
』
０
．
ｍ
。
】
閨
Ｃ
・

閂
す
』
」
。
。
‘
】
蝉
Ｃ
・

弓
丘
．
．
ｍ
・
局
①
．
］
巴
．
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（
狐
）
与
昼
．
。
ｍ
・
惇
唖
①

（
鋼
）
弓
匙
・
・
の
．
■
閏
②

戸一、

８２
，回〆

戸、

８１
、．〆

〆戸、弄口、

８０７９
，－プ、＝〆

（
犯
）

←、￣、

７７７６
－〆～グ

￣、￣、￣、￣、￣、￣、グー、

７５７４７３７２７１７０６９
－〆、￣、￣、￣、￣、￣、ログ

ニニ忌忌ニニニ
ゴ●￣。棹｡■■■。￣。■■

｡■ロコ｡－ロロロ。□』ｐｄ

Ｇｐｍの、ｍの、
￣■●9口甲､

３２－－■－閂■
．［。閨上。［｡tｏｔｏ

戸、￣、グー、

６８６７６６
、■〆､￣、■プ

薑
、
冨
房
←
、
匿
烏
⑪
＆
且
、
目
、
ご
閏
一
一
と
も
呼
ば
れ
る
。
例
え
ば
犬
の
所
有
者
に
対
し
て
課
さ
れ
る
、
所
有
す
る
犬
の
引
き
起
こ
し
た
損
害
に
対

す
る
損
害
賠
償
義
務
や
、
製
品
の
引
き
起
こ
し
た
損
害
に
対
す
る
製
造
者
の
責
任
、
軍
事
演
習
等
や
爆
発
物
な
ど
の
特
別
の
危
険
を
伴
う
業
務

に
関
す
る
場
合
な
ど
に
、
特
別
法
に
基
づ
き
、
あ
る
い
は
判
例
法
上
、
当
該
厳
格
な
責
任
が
課
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
野
①
口

三
國
昌
口
聰
吋
・
ｚ
ｏ
厨
庁
の
』
厨
〕
員
】
＆
⑪
百
○
＆
ず
。
屍
（
厳
目
←
の
ロ
弓
］
・
）
）
、
。
｝
曰
色
９
９
》
⑫
．
】
ｇ
等
を
参
照
。

円
す
】
」
・
や
ｍ
・
杵
画
一
Ⅱ
』
醇
回

目
ず
】
ｇ
ｏ
・
Ｐ
］
凹
『
・

閂
｛
）
】
』
・
→
②
■
凹
凸
。

目
す
】
ｇ
ｏ
凹
助
，
Ｈ
画
軌
０

宅
吋
。
Ｓ
８
画
Ｃ
Ｃ
こ
●
増
］
砲
⑬
ご
切
函
頤
・

弓
甸
Ｃ
ロ
・
画
ｃ
ｃ
堅
○
②
】
〕
Ｐ
、
。
】
画
餉
．

閂
す
】
』
：
②
】
』
①

与
昼
．
．
⑪
．
】
】
①

弓
匙

⑪
。
］
悼
】
。

￣￣■￣閂

［。ｂ●上。［｡hＱ
ＤＤＱＤＤＤ□。｡、

● Ｂ の

■
画
⑬
０
］
⑬
函
，
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〆へ－、〆へ－、〆■、戸、〆、〆へ

９２９１９０８９８８８７８６８５
、￣、￣、－〆～〆～〆～ｸﾞ～〆～〆

”へ

9８
，－

〆へ〆■、￣、￣田一、

９７９６９５９４９３
－戸、－戸～〆、■〆～〆

￣、－回〆■、

１０１１００９９
、■〆、■〆、■〆

己
弓
目
・
ｇ
Ｂ
ｓ
凹
即
】
圏
・

旧
而
Ｃ
で
。
⑬
。
。
こ
○
⑬
筐
暉
暉
〕

勺
８
℃
・
函
Ｃ
ｇ
Ｓ
②
巨
酊
》

思
量
・
》
の
．
】
愚
．

与
匙
・
》
の
．
】
愚
．

与
匙
．
．
⑰
．
］
愚
・

勺
８
℃
・
ｇ
Ｃ
］
ら
頃
】
圏
．
ｍ
・
凹
禽
と
比
較
の
こ
と
。

や
８
℃
・
閨
ｇ
ｍ
ｓ
９
】
】
、
．
、
』
酌
①
．
政
府
法
案
『
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
裁
判
所
無
視
に
対
す
る
措
置
』
の
な
か
で
法
制
審
議
会
（
目
、
乱
」
）
も
ま
た
、
コ

ミ
ュ
ー
ン
ま
た
は
県
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
範
囲
外
に
存
在
す
る
状
況
に
つ
い
て
も
、
特
別
な
理
由
（
の
百
口
の
島
盟
切
顧
］
）
に
該
当
す
る
も
の
と

す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
勺
円
目
・
閨
ｇ
】
己
山
印
】
圏
．
四
・
日
・
）
。

ワニ弓
－０￣０－．

口■￣￣

Ｐ｡②

￣￣￣

ｈＱ上｡ｂ･
（ＣＧＣ｡､

弓
匙
・
》
、
。
］
豊
・

思
匙
・
》
⑪
。
］
巴
．

】
ず
〕
』
Ｊ
Ｐ
】
凹
む
。

し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
根
拠
に
は
、
国
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
〈
』
ｇ
が
過
去
に
行
っ
た
決
定
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
国
会
オ
ン

プ
ズ
マ
ン
決
定
一
一
○
○
○
年
九
月
六
日
（
：
『
恩
ゴ
ー
ｇ
ｇ
）
を
参
照
。

社
会
庁
庁
お
よ
び
レ
ー
ン
執
行
委
員
会
の
統
計
に
よ
る
と
、
二
○
○
｜
年
に
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
（
】
①
邑
邑
ｇ
）
六
条
ｆ
に
基
づ
く
援
助
に
関
す

る
拒
否
決
定
に
つ
い
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
の
は
八
％
の
み
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
と
比
較
す
る
と
こ
れ
は
極
め
て
高
い
数
値
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
わ
ず
か
な
件
数
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

や
５
℃
・
ｇ
ｇ
ｓ
②
］
］
廓
⑩
。
】
ｇ
・

弓
匙
：
⑩
。
］
豊
‘
］
闇
．

印
画
心
・

切
・
四
一
・

印
］
函
の
。
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※
本
稿
は
、
一
一
○
○
六
（
平
成
一
八
）
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）
課
題
番
号
二
八
七
一
一
一
○
○
三
九
、
研
究
課
題
「
社
会
サ
ー
ビ

ス
法
に
お
け
る
利
用
者
の
自
己
決
定
権
尊
重
の
原
則
に
関
す
る
研
究
二
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

戸へ￣且

１１３１１２
Ｎ■〆、■〆

←、〆■、

１１１１１０
－ケ－〆

’■、グー円

１０９１０８
、￣、■〆

－氏一、

１０７１０６
－〆、＝〆

〆■、〆向､

１０５１０４
、￣、ログ

一旬￣、

１０３１０２
－〆～〆

一
九
八
○
年
に
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
旧
社
会
福
祉
立
法
の
概
要
と
特
徴
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
サ
ー

ビ
ス
法
の
法
理
念
（
一
）
」
琉
大
法
学
七
四
号
、
一
一
○
○
五
年
、
二
一
一
九
’
二
七
二
頁
を
参
照
．

弓弓寄与忌弓屋弓己
■●￣●￣●￣ﾛ－□再c￣･世｡￣･

ロゴ‐色一自国□－｡－Ｐ－ロ。□ご
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閂
す
】
」
。
。
②
】
⑭
］
０
】
』
画
・

弓
丘
・
》
ｍ
・
園
】
，
】
圏
．

■
⑭
画
０
吟
四
単
。


